
 

- 39 - 

札幌市議会第一部決算特別委員会記録（第３号） 

令和７年（2025年）10月９日（木曜日） 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

●議題 付託案件の審査 

●出席委員 32名（欠は欠席者） 

    委 員 長  松  原  淳  二       副 委 員 長  藤  田  稔  人 

    委   員  勝  木  勇  人       委   員  高  橋  克  朋 

    委   員  こんどう  和  雄       委   員  細  川  正  人 

    委   員  小  竹  とも こ       委   員  こじ ま  ゆ  み 

    委   員  伴    良  隆       委   員  松  井  隆  文 

    委   員  三  神  英  彦     欠 委   員  小須 田  大  拓 

    委   員  山  田  一  郎       委   員  小  野  正  美 

    委   員  ふじわら  広  昭       委   員  村 上   ゆう こ 

    委   員  中  村  たけ し       委   員  かん の  太  一 

    委   員  うるしはら  直  子       委   員  おんむら  健太 郎 

    委   員  森    基誉 則       委   員  福  田  浩 太 郎 

    委   員  丸  山  秀  樹       委   員  前 川   隆  史 

    委   員  森  山  由美 子       委   員  熊  谷  誠  一 

    委   員  小  形  香  織       委   員  太  田   秀 子 

    委   員  長  屋  いず み       委   員  坂  元  みちたか 

    委   員  山  口  かず さ       委   員  成  田  祐  樹 

    委   員  丸  岡  守  幸 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

      開 議 午後１時 

    ―――――――――――――― 

●松原淳二委員長  ただいまから、第一部決算

特別委員会を開会いたします。 

 報告事項でありますが、小須田委員からは欠席

する旨、よこやま委員からは小竹委員と、村松委

員からは三神英彦委員と交代する旨、それぞれ届

出がありました。 

 それでは、議事に入ります。 

 最初に、第７款 消防費 第１項 消防費の質

疑を行います。 

●熊谷誠一委員  私からは、救急業務のＤＸに

ついて、質問させていただきます。 

 救急出動件数は全国的に増加傾向にあり、札幌

市においても、高齢者人口の増加に伴い、これか

らの救急需要の増加は避けられない課題として捉

えているところでございます。 

 そのような中、我が会派では、医療機関の受入

れ状況を把握して、救急隊と医療機関の間を効率

的につなぐことができる重要な取組として、デジ

タル技術の活用について取り上げてきたところで

ございます。 

 デジタル技術の導入により、業務の効率化によ

る負担軽減はもちろん、１分１秒でも早く駆けつ

け、適切な医療につなげることができれば助かる

命があり、後遺症も軽減できる、そうした観点か

ら機会を捉えて質疑も重ねさせていただきまし

た。 

 そうした中、令和４年に救急ＤＸ導入の検討を

はじめ、令和６年２月に医療機関と連携する救急

隊アプリの運用が開始されたことから、早速、取

組状況も視察させていただき、運用状況を注視し
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ていたところでございます。 

 本年の予算特別委員会において、運用状況を

伺ったところ、救急隊と医療機関双方の機器操作

の習熟度が進むにつれて、徐々に効果を上げ始め

ているものの、操作性などのハード面、参画医療

機関の拡大を課題と捉え、取り組んでいくとのこ

とでございました。 

 そこで、まず質問でございますけども、導入か

ら１年半が経過した救急隊アプリの課題への取組

と、その後の運用効果について、お伺いいたしま

す。 

●上山救急担当部長  救急隊アプリの課題への

取組と、その後の運用効果についてお答えをいた

します。 

 救急隊と医療機関の操作性向上のために、画面

の切替え速度の向上、レイアウト変更など、シス

テム面のアップデートを重ねてきたところでござ

います。 

 これに伴いまして、救急隊から医療機関に受入

れを依頼する平均的な連絡回数が、導入前の令和

５年と比べて減少したほか、医療機関の受入れ確

認にかかる時間についても短縮が認められ、導入

効果が徐々に発揮をされているところでございま

す。 

 また、関係機関と連携した呼びかけにより、参

画医療機関も増加しており、９月末時点で65医療

機関となってございます。これは昨年の年間搬送

件数の約87％をカバーできる医療機関数となって

おります。 

 引き続き、本事業への参画を呼びかけてまいり

ます。 

●熊谷誠一委員  ありがとうございます。 

 救急隊アプリの導入効果が徐々に発揮され始め

ており、多くの方々が救急隊アプリを介して、搬

送されていることをお聞きし、救急隊が得た情報

が医療機関に円滑に伝わる体制を強化していただ

き、心強いところでございます。 

 今後とも、市民の命と健康を守るための取組

を、引き続きよろしくお願いしたいと思います。 

 次に、マイナ救急についてお伺いしたいと思う

んですけども、救急におけるデジタル化の進展の

中で、今、ひそかに注目されておりますけども、

本年10月から全国の全ての消防本部において開始

されたマイナ救急でございます。これはマイナン

バーカードの有効な活用を広げる取組として、我

が会派でも推進してきたところでございますが、

マイナンバーカードに健康保険証を登録している

マイナ保険証を救急搬送の場面で活用する事業で

あり、札幌市においても開始したと伺っていると

ころでございます。 

 そこで質問でございますけども、札幌市のマイ

ナ救急の運用状況について、お伺いしたいと思い

ます。 

●上山救急担当部長  マイナ救急の運用状況に

ついてお答えをいたします。 

 マイナ救急は、総務省消防庁の実証研究事業と

して、令和６年度に一部の消防本部が参加し、開

始しております。 

 札幌市におきましては、同年８月から救急隊５

隊が２か月間の実証研究に参加しておりまして、

その結果、有効性が確認されたことから、本年８

月から、全救急隊36隊で運用を開始しているとこ

ろでございます。 

●熊谷誠一委員  本事業は、現場に到着した救

急隊員に、健康保険証をひもづけたマイナンバー

カードを掲示することで、本人の氏名や住所のほ

か、病院の受診歴や飲んでいるお薬の状況などを

救急隊員が確認できるため、円滑な搬送先病院の

選定や適切な医療につなげることが期待されるた

め、命と健康を守る取組が前進すると考えるとこ

ろでございます。 

 これは、本人の個人情報を有効に活用するもの

と理解しつつ、一方では、市民の方々の中には、

必要以上の個人情報が知られてしまうのではない

かと、不安を抱く方もいらっしゃるのではないか

と思うところでございます。 

 マイナンバーカードは、多くの公共的なサービ

スを利用できることから、救急活動に関係のな
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い、例えば、年金とか、税金とか、そういった情

報を閲覧できるのではないかと懸念するところで

もございます。 

 そこで質問ですが、マイナ救急で確認する個人

情報と、その活用方法について、お伺いいたしま

す。 

●上山救急担当部長  マイナ救急で確認をいた

します個人情報と、その活用方法についてお答え

をいたします。 

 救急現場におきまして、救急隊は傷病者本人の

同意を得て提示をされました、マイナ保険証を専

用の端末で読み取りまして、救急隊専用のオンラ

イン資格確認等システムを介して、傷病者の医療

情報の確認を行います。 

 その際には、救急活動に関係のない、税金や年

金などの公的な情報は閲覧できないものとなって

おります。 

 救急隊が閲覧できる個人情報は、医療機関の選

定に活用できるものに限られておりまして、これ

らの情報を活用することにより、円滑な搬送先の

選定や適切な応急処置につなげることができるも

のであります。 

●熊谷誠一委員  ありがとうございます。 

 今、ご答弁あったように、救急活動に関係のな

い情報を閲覧できないとのことで、安心いたしま

した。 

 マイナ救急は、必要な医療情報のみが活用され

ていることを周知し、取組を進めていただきたい

と思うところでございます。 

 最後に、要望を述べさせていただきたいと思い

ます。 

 救急の場面において、デジタル技術が活用され

て、情報の連携がスムーズになり、ご本人の症状

とマイナ救急から得られる医療情報により、救急

隊が円滑に適切な医療機関につなげることができ

るこのシステムは、安心・安全につながる取組で

あると考えます。 

 全国でマイナ救急が運用されており、マイナ保

険証持っていれば、旅行先などにおいても、いざ

というときに使用できるため、日頃から携行する

よう呼びかけていくことが必要と考えます。 

 日々、発展するＤＸの技術を有効活用して、よ

り効率的な救急活動を目指し、市民の命と健康を

守る取組を進めていただくことを求めて、私から

の質問を終わります。 

●小竹ともこ委員  私からは、令和５年第３回

定例会決算特別委員会において質問をいたしまし

た、超高層建築物の出火防止対策について、その

継続質問を行います。 

 超高層建築物は、建築基準法では高さ60メート

ルを超える建物として区分されています。 

 令和５年当時、７月にはモユクサッポロが開業

し、11月にはココノススキノが開業予定でした。

現在もアーバンネット札幌リンクタワー、ハイ

アットセントリック札幌が建設中であり、今後も

商業施設やホテル、飲食店などがテナントとして

入居する、超高層建築物の建設が複数予定されて

います。 

 超高層建築物は、火災時に消火や避難が極めて

困難であり、特に飲食店の厨房からの出火は、排

気ダクトを通じて、上階や屋上まで一気に延焼す

るおそれがあり、二次被害の危険度が非常に高い

ことは周知の事実であります。 

 また、世界にも類を見ない積雪寒冷地札幌市に

おいては、大雪や凍結路面、大渋滞などの道路状

況により、緊急車両の到着が遅れ、消火活動の開

始が遅れることも十分に予想されます。 

 そうした背景と東京消防庁への視察をはじめ、

他都市の先進事例も踏まえ、市民のみならず、国

際観光都市札幌を訪れる観光客の安心・安全を守

るためにも、超高層建築物の全ての厨房設備に自

動消火装置の設置を進めていくことが重要である

と申し上げました。 

 そのときのご答弁では、他都市の状況も参考に

しながら、その強化について検討を進めてまいり

たいとのことでありました。 

 その検討の結果、消防局では、超高層建築物の

飲食店の厨房設備には、自動消火装置を設けるよ
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う指導することなどを示した、超高層建築物の出

火防止に係る指導指針を策定し、令和６年４月１

日から運用を開始しました。 

 ここでひと言、苦言を呈したいと思います。 

 この指導指針の改定について、本来であれば、

運用開始日の４月１日に消防局のホームページに

掲載されるべきところ、なかなか公表されません

でしたので、私が問合せをいたしましたところ、

４月中には必ずとの回答がありましたが、実際に

掲載されたのは５月中旬、たしか16日のことであ

りました。 

 遅延した理由としては、条例改正部分を含め、

修正箇所が多く時間がかかったとのことでした

が、こうした情報発信の遅れは極めて残念に思い

ます。 

 なぜ、この点を申し上げるかといいますと、そ

れは消防局が正式に指導していることが公に示さ

れることで、現場の対応が変わるからでありま

す。民間事業者にとって行政指導とは、非常に重

みのある指針であり、行政が明確に発信すること

が現場の動機づけと、実効性の担保につながると

いうことを、ぜひ認識していただきたいと思いま

す。 

 さて、１点目の質問ですが、今回の質疑の大前

提として必要なことですので、お聞きしたいと思

います。 

 令和６年４月の運用開始以降の超高層建築物に

対する指導件数及び設置件数を本委員会に先立っ

て調べていただきました。結果は、新築７件のう

ち、実際に設置に至ったのは１件のみ、あまりに

も少なく、驚きを禁じ得ませんでした。 

 そこで、お尋ねいたします。 

 超高層建築物の出火防止を徹底するために、積

極的な指導が求められますが、消防局は行政指導

というものをどのように認識され、実務的にどの

ように指導されているのか、伺います。 

●大井予防部長  二つの質問でございまして、

まず、消防局の行政指導に対する認識、それと実

務において、どのように指導を行っているかとい

うことでございました。 

 まずは、行政指導に対する認識につきまして

は、相手方の任意の協力によりまして、指導目的

を実現するものと認識してございます。 

 また、実務においての指導でございますが、行

政指導には限界があるものの、決して形式的な説

明と意思確認にとどまってはならず、相手方から

ご理解をいただくために、指導の趣旨、超高層建

築物の火災の危険性や、その出火防止対策の必要

性を丁寧に繰り返し伝えることが重要であるとい

う姿勢で、指導に当たっているところでございま

す。 

●小竹ともこ委員  ただいまのご答弁では、行

政指導は形式的なものではなく、関係者に趣旨を

丁寧に説明して、理解を得ることが重要、そのよ

うな姿勢で臨まれているということでありまし

た。 

 しかし、実態として、多くの現場で伺うのは、

設置は任意、罰則はないという説明が強調され、

結果的につけなくてもよいという、誤った認識が

広がっているということであります。 

 この現状が、まさに指導件数や設置件数の少な

さに表れているのではないでしょうか。指導と

は、単に文書を渡すことでも、説明して終わるこ

とでもありません。その重要性を行政から事業主

にきちんと伝え、現場の行動変容を促し、出火を

防ぐ行動につなげること、それが本来の指導であ

ると考えます。 

 そして、その最終目的は、出火させない、火災

ゼロを目指す、市民の生命・財産を守る、この一

点に尽きると私は考えます。 

 本年８月、大阪市内で発生したビル火災では、

消火活動中に消防士お二人が殉職されました。ご

遺族や関係者の受けた衝撃、そして、その悲しみ

は筆舌に尽くし難いものであります。守られるべ

き命は市民だけではなく、火災現場で命をかける

消防士の方々も同じであります。その命を守るた

めにも、出火させない対策を徹底することこそ、

最重要であると改めて申し上げたいと思います。 
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 また、指導に当たる職員の意識についても申し

上げます。この重要な指導の目的を本当に理解し

て臨んでおられるのか、現状を見る限り、疑問を

抱かざるを得ません。 

 指導指針の実効性を高めるためには、説明を行

う職員一人一人のスキルアップが欠かせません。

教育研修を年１回で終わらせず、指導担当職員の

育成強化に本気で取り組むことを求めます。 

 次に、指導件数の少なさについて伺います。 

 先ほど少し触れましたが、新築は７件、そのう

ち設置に至ったのは１件のみということでありま

す。私もしっかりと調査したわけではありません

が、東京都では、指導件数に対して、ほとんど

100％設置されているということを聞いておりま

す。今後、横浜・大阪・名古屋など他都市の状況

については、この後、調査をかけていきたいと考

えているところであります。 

 また、既存の建築物については、指導はたった

１件であり、この１件については、指導内容が相

手側に伝わらず、設置には至らなかったとのこと

で、極めて残念な例示となりました。 

 都心部の超高層建築物には、多くのテナントが

入居していることから、テナントの入替えや改修

工事はもっと多く発生していると考えられますの

で、既存の建物の指導件数が１件しかないという

ことには、強い違和感を覚えております。 

 そこで質問をいたしますが、なぜ既存の建物に

対する指導実績が、これほどまでに少ないのか、

その理由について伺います。 

●大井予防部長  既存の建物に対します指導実

績が少ない理由についてお答えいたします。 

 指導指針に基づきます自動消火装置の設置につ

きましては、消防署が事前に工事の実施を把握し

た場合に行うことができております。 

 新築の場合につきましては、建築確認申請に伴

う消防同意、こちらにおきまして、工事の実施と

使用用途を事前に把握することができるため、全

ての超高層建築物に指導を行うことができてござ

います。 

 一方、既存の建物の場合につきましては、小規

模な改修工事が多く、消防署が事前に工事の実施

を把握することが難しかったため、指導件数が限

定的になったところでございます。 

●小竹ともこ委員  既存の建物におけるテナン

トの入替えや改修工事を事前に把握し、時期を逸

することなく指導しなければ、設置は進まないと

考えます。リスクが高い超高層建築物において、

タイミングを逸して指導できなかった、仕方がな

かったでは済まされないと考えます。 

 そこで質問いたしますが、このような現状を踏

まえ、消防局として、今後どのように改善し、確

実に指導が実施されるよう取り組んでいくのか、

伺います。 

●大井予防部長  確実に指導が実施されるよう

な取組についてお答えいたします。 

 既存の超高層建築物におきましては、厨房設備

等の工事の着手前に、消防署に相談する仕組みが

必要であるという認識から、指導指針の見直しを

検討してまいりたいと考えてございます。 

 また、指導指針の実効性を高めるためには、指

針の趣旨を広く理解していただくことが重要であ

ることから、リーフレットを作成して、建物所有

者に説明してまいりたいと考えてございます。 

 加えて、消防設備業者等との連携を一層深め、

業界団体を通じまして、制度の趣旨を図るなど、

より実効性のある超高層建築物における出火防止

対策を進めてまいりたいと考えてございます。 

●小竹ともこ委員  既存の超高層建築物におい

ては、厨房設備等の工事の着手前に、消防署に相

談する仕組みとなるよう、指導指針の見直しを検

討するというご答弁でございましたので、これは

ぜひ、早急に行っていただきたいと思います。 

 超高層建築物から出火した場合には、スプリン

クラーが作動して、下の階への水濡れの損害が発

生しますけれども、自動消火装置はピンポイント

に薬剤を放出して、水濡れの損害を最小限に抑え

る効果もあり、建物オーナーにとっては、大きな

メリットとなります。 
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 そこで、私は一つの具体的な提案として、建物

オーナーとテナントとの賃貸借契約において、自

動消火装置の設置を入居の条件とすることができ

れば、消防署が一軒一軒指導しなくても、設置が

進み、結果、指導の目的である、火災を起こさせ

ない環境づくりを民間の力でも達成できる取組と

なり、来館者の安心・安全につながることになる

と思いますので、今後、業界団体への働きかけを

含めて、検討していただければと思います。 

 出火防止とは説明ではなく、実行の積み重ねで

あると考えます。火災ゼロを目指す姿勢を市民に

示す消防局であっていただくよう、強く求めまし

て、私の質問を終わります。 

●森 基誉則委員  私からは２項目、消防航空

体制について及び大阪市雑居ビル火災を受けての

防火安全対策について、それぞれ幾つか質問をさ

せていただきます。 

 まずは、消防航空体制についてです。本市の消

防ヘリコプターは、もともと常に稼働できる２機

体制で、空から市民の安全と安心な生活を守って

きました。 

 2019年、埼玉県川越市で、定期点検中だった１

機が台風により被災し、使用不能となってから

は、レンタル機を借り受けながら運行体制を維持

し、２機体制の復旧のため、新機体の調達を進め

てきたと承知しています。 

 そして、2024年４月、機体調達の入札を行った

ところ、入札の参加を認められなかった事業者か

らの苦情申立てにより、調達が中止となり、現

在、改めて入札手続を進めていると認識していま

す。 

 今年の第１回定例市議会予算特別委員会におい

て、我が会派から、次の入札に向けた調達機体の

仕様や契約の見直しについて質問したところ、仕

様書の案について、応札の意向がある事業者から

意見を寄せてもらう手続を調達プロセスに組み込

み、必要な調整を行った上で仕様書を確定したい

との答弁がありました。 

 そこで、最初の質問です。 

 前回の答弁である2025年３月以降、具体的にど

のような手続を行ったのか。また、その手続を踏

まえ、仕様の変更は予定しているのか、伺いま

す。 

●長沼総務部長  初めに、令和７年３月以降の

手続についてお答えいたします。 

 仕様書の案を本市公式ホームページで公開し

て、応札の意向がある事業者から意見を集める意

見招請という手続を６月９日から７月28日まで実

施いたしました。 

 これにより、28件の意見が寄せられましたが、

その内容は仕様の追加の提案や仕様書の解釈に関

する質問が主なものでありました。 

 それらの意見を本市の仕様書案と照らし合わせ

ながら精査し、反映するかどうかなどの当局から

の回答をつけ、９月16日に本市公式ホームページ

で公開したところであります。 

 現在、仕様書の最終調整を行っているところで

すが、意見招請を行ったことで、より市場の実態

に即し、かつ分かりやすい内容になるというふう

に評価しております。 

 次に、意見招請による仕様の変更を予定してい

るかとのご質問ですが、本市が消防ヘリコプター

に求める性能が大きく変わるような変更は行わな

い予定としております。 

●森 基誉則委員  応札の意向がある事業者か

ら意見を募るという、意見招請は28件いただいた

ということでしたけども、これを実施しまして、

市場の実態に即し、かつ分かりやすい内容の仕様

書を作成しているということでした。 

 また、意見招請を行った結果として、本市が求

める仕様を大きく変えるような変更は予定してい

ないということが分かりました。 

 では、次に、入札参加資格の判断及び履行が遅

延した場合の対応について伺います。 

 去年の入札後に受けた苦情申立てに対し、入

札・契約等審議委員会からは、求める性能自体は

政府調達の協定に違反していないが、入札の時点

で、仕様を満たしていなくとも、入札参加資格が



 

- 45 - 

ないとは言えず、納入時点における供給能力によ

り、入札参加資格を判断するよう提案があったと

認識しているところです。 

 このことは、たとえ現時点で仕様を満たす製品

を製造していなくとも、納入期限までに提供でき

る見込みである事業者であれば、入札参加資格を

満たすということを意味しています。 

 一方、消防ヘリコプターは、開発要素となる物

品を製造する過程で、海外や国内の航空当局の承

認を取得しなければならないと承知しています

が、 

厳しい基準をクリアするために、かなりの時間を

要することがあるとも聞いています。 

 そうすると、場合によっては、仕様に基づく製

造が間に合わず、納入遅延が発生し、消防航空体

制の空白期間が生じるという事態が発生するので

はないかと懸念するところです。 

 そこで、質問です。 

 入札時点で、仕様を満たす製品を製造していな

い事業者の入札参加資格の有無の判断は、どのよ

うに行うのか。また、契約締結後に、受注者が納

入期限までに納品できなかった場合に備え、どの

ような対応を考えているのか、伺います。 

●長沼総務部長  入札参加資格の判断、及び履

行が遅延した場合の対応についてです。 

 初めに、入札参加資格の有無の判断についてお

答えいたします。 

 入札・契約等審議委員会からの提案を踏まえ、

入札時点での納入期限までに仕様を満たせる事業

者かどうかを判断するため、航空当局への申請ス

ケジュールを含めた作業工程や納入期限までに、

その仕様を満たすことの誓約書等の提出を求め、

それらを総合的に評価して、判断してまいりたい

と考えております。 

 次に、納入期限までに納品できなかった場合の

対応についてですが、契約約款に、本市の消防航

空隊が運行可能な代替機を受注者が用意すること

を盛り込み、消防航空体制に空白期間が生じない

ように対応していきたいと考えております。 

●森 基誉則委員  入札参加資格の有無の判断

を誓約書など、複数の要素を用いて総合的に行う

こと、また納入期限までに納品できなかった場合

の対応もしっかりと備えているということ、理解

しました。 

 消防ヘリコプターは市民の安全・安心な生活に

必要不可欠です。必要な機体性能を確保すること

は、安全・確実・迅速な消防活動と、搭乗する消

防航空隊員の安全の確保につながるものと考えま

す。消防活動上重要な消防ヘリコプターを確実に

調達し、本市の消防航空体制の強化を図ることを

要望し、次の質問に移ります。 

 続いては、大阪市雑居ビル火災を受けての防火

安全対策についてです。 

 今年８月18日、大阪市中央区道頓堀にある雑居

ビルで火災が発生し、消火活動のため、建物内で

活動していた消防隊員２名が亡くなるという、痛

ましい事故が発生しました。この場をお借りし

て、謹んでお悔やみ申し上げます。 

 この建物は報道によると、地上７階、地下１階

の建物で、ラーメン店が入居しているなど、多く

の方が利用するビルであり、さらには建物の各階

を行き来する階段が一つしかなかったとのこと

で、火災時には、唯一の避難経路となる階段が使

えなくなる場合があるなど、避難が困難になる構

造であると言います。 

 事故の全容はまだ明らかになっていませんが、

自動火災報知設備の一部に不具合があるといっ

た、消防法令違反については報じられています。 

 札幌市内にも多数、所在している雑居ビルは、

市民だけではなく、国内外から訪れる多くの観光

客も利用しており、一たび火災が発生すると、有

毒ガスを含む煙が充満するなど、利用者の命が危

険にさらされることから、火災を発生させないよ

うに、また万が一、火災が発生したときにも、被

害が最小限で収まるよう、消防法令に適合してい

ることが重要であり、消防局では市民や観光客の

安全・安心を確保するため、消防法令違反の是正

に取り組んでいるものと認識しています。 
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 そこで、質問です。 

 札幌市内には、大阪市雑居ビル火災と同様の建

物が幾つ存在しているのか。また、そのうち、消

防法令違反のある建物が幾つあり、その主な違反

内容について伺います。 

●大井予防部長  大阪市雑居ビル火災と同様の

建物件数、それと違反状況についてお答えいたし

ます。 

 まず、一つ目の大阪市雑居ビル火災と同様に、

地下もしくは３階以上の部分に飲食店などが入

り、階段が建物に一つしかない雑居ビルにつきま

しては、今年の９月30日時点で、市内に730棟所

在してございます。 

 続きまして、消防法令違反状況につきまして

は、避難訓練を実施するなど、何らかの消防法令

違反を指摘するものにつきましては、約４割とな

ります287棟、そのうち、自動火災報知設備が設

置されていないなど、火災の発見や通報が遅れま

して、被害が拡大するおそれのある重大な違反と

なるものにつきましては、４棟所在してございま

す。 

●森 基誉則委員  大阪市雑居ビル火災と同様

の建物の棟数、あと二つ目の質問でもありまし

た、消防法令違反のある建物の棟数、その内容に

ついて、承知いたしました。 

 まず、大阪市雑居ビル火災と同様の建物が730

棟あるということですが、そのうち４割近くの建

物に、何らかの消防法令違反があり、重大な違反

が４棟あるということは、憂慮すべき事態と感じ

ています。 

 これらの建物については、さきに述べたとお

り、飲食テナントなども多く、市民や観光客など

の建物利用者が危険にさらされるだけではなく、

消火活動する消防隊員も極めて高い危険に直面す

ると認識しています。 

 そこで、質問です。 

 消防局として、これら消防法令違反のある建物

に対して、違反状態を是正するため、どのような

取組を行っているのか、伺います。 

●大井予防部長  消防法令違反是正のための取

組についてお答えいたします。 

 まず、消防法令違反の建物につきましては、計

画的に査察を実施し、是正指導を行っているとこ

ろでございます。特に、重大な違反のある４棟に

つきましては、現在、建物関係者に対しまして、

重点的に是正に向けた指導を行っているところで

ございまして、加えて是正されない場合につきま

しては、行政処分も検討するところでございま

す。 

 また、重大な違反のある対象物につきまして

は、建物の名称及び所在地を札幌市公式ホーム

ページで公表し、建物を利用される市民の方々に

向けて、情報発信に努めているところでございま

す。 

 さらに、何らかの違反のある建物につきまして

も、報告書の提出や訓練の実施を促すなど、是正

されるまで継続的に指導してまいります。 

●森 基誉則委員  大阪市雑居ビル火災を受け

ての防火安全対策について、理解しました。行政

処分まで考えて、情報もホームページ等で発信し

てくれているということで、建物の安全・安心に

向けて、消防局に課せられた使命と市民からの期

待というのは、非常に大きいものがあると感じて

います。その期待に応えられるよう、今後も継続

した違反是正をよろしくお願いいたします。 

 また、今回の道頓堀火災では、屋外広告が延焼

媒体になったという報道もされています。屋外広

告についても、建築基準法等を所管する関係部局

と適切な関係を図るよう要望し、私からの質問を

終わります。 

●伴 良隆委員  私は、３点質問させていただ

きます。 

 一つが消防ヘリコプターの拠点、それから２点

目、救急隊の配置状況及び救急体制の強化等、そ

して最後に、消防局長に対しましては、消防局員

の方々の安全と安心ということを、これは広く伺

いたいと思っております。 

 それでは、まず、消防ヘリコプターの拠点につ
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いてでありますが、現在の消防航空隊の活動拠点

である石狩ヘリポートは、札幌市外に所在してお

るということであります。 

 民間借り上げの格納庫でありますので、質問で

ありますが、消防ヘリコプターの格納庫につい

て、契約期間など、現在の契約内容はどのように

なっているのか、伺います。 

●長沼総務部長  消防ヘリコプターの格納庫の

契約内容等についてお答えいたします。 

 現在、貸主であります、エアロトヨタ株式会社

と締結している契約は、令和３年９月１日から令

和８年８月31日までの５年間の契約となってお

り、その後についても、消防航空体制維持のた

め、契約を更新して、継続して賃借していくこと

を検討しております。 

●伴 良隆委員  それでは、答弁を踏まえまし

て、次に伺ってまいりますけど、札幌市は、令和

４年11月に、丘珠空港の将来像を策定しまして、

医療防災機能の強化、これが将来像の実現に必要

な取組の一つとして位置づけられております。 

 消防ヘリコプターの丘珠空港への拠点化につい

て伺いたいと思います。借りているところ、契約

されているところとは、今、スムーズな関係があ

るということでございますので、踏み込んで聞か

せていただきますが、消防ヘリコプターの拠点を

丘珠空港にすることで得られる、防災機能強化の

意義から伺いたいと思います。 

●長沼総務部長  消防ヘリコプターの拠点を丘

珠空港にすることで得られる、防災機能強化の意

義についてお答えいたします。 

 消防ヘリコプターは林野火災などでの空中消

火、山岳地、河川、高所からの人命救助、救急搬

送、及び各種災害における情報収集など、機動性

に富んだ特性を生かしながら、空から市民の安全

と安心を守っております。 

 このように、消防ヘリコプターは、機動性は高

いとはいえ、札幌市は市域が広いことから、札幌

市内に活動拠点を置くことで、より一層の人命救

助や救急搬送の迅速化が期待できると考えており

ます。 

 また、平成30年の北海道胆振東部地震の際は、

道外から災害活動の応援のために、他府県の消防

防災ヘリコプターが丘珠空港へ集結していた一

方、本市の消防ヘリコプターは、石狩ヘリポート

を拠点としていたことから、各機関と一層連携し

た消防航空活動を展開するためには、拠点を丘珠

空港とするということは、非常に有意義であると

いうふうに考えております。 

●伴 良隆委員  借りているところとも円滑な

関係にあって、そして、丘珠空港の拠点化は意義

があるというご答弁であります。 

 それでは、消防ヘリコプターの丘珠空港拠点化

に係る調整は一体どうなっているのか、そのご意

志、やる気というものを伺いたいと思います。 

 質問になりますが、消防ヘリコプターの丘珠空

港拠点化の実現に向けた取組状況について、確認

いたします。 

●長沼総務部長  消防ヘリコプターの丘珠空港

拠点化の実現に向けた取組状況についてお答えし

ます。 

 丘珠空港は、防衛省と国土交通省が所管する共

用空港であり、民間の航空会社をはじめ、自衛

隊、北海道警察、北海道防災航空隊など、官民共

に利用する札幌の北の玄関口として、ビジネスや

観光利用だけでなく、防災や医療を支える重要な

役割を担っていることから、多くの関係者との調

整が必要というふうに承知しております。 

 現在は、消防ヘリコプターが安定した出動態勢

を確保できる格納庫の要件を整理するとともに、

丘珠空港の利用促進を担当している空港活用推進

室と連携を取りながら、利用可能かどうか、関係

者との調整を含めた検討作業を進めております。 

●伴 良隆委員  丘珠空港への拠点化に向けた

検討作業、関係機関と話し合っているということ

でございました。 

 そこで、この件は最後の質問になりますが、消

防ヘリコプターの丘珠空港拠点化の実現に向けて

の消防局の考えについて確認しますので、よろし
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くお願いいたします。 

●長沼総務部長  消防ヘリコプターの丘珠空港

拠点化実現に向けての考えについてお答えいたし

ます。 

 本市の消防ヘリコプターは、空から市民の安全

と安心を守るために、必要不可欠なものと考えて

おります。 

 消防ヘリコプターの丘珠空港拠点化は、より一

層の活動の迅速化や大規模災害時の対応力向上等

の防災機能強化が図られることから、周辺地域と

の調和や共生に配慮しながら、関係機関と連携を

取り、スピード感を持って、検討を進めていきた

いと考えております。 

●伴 良隆委員  別に、私、丘珠空港を何とか

したいと思って言っているわけではございませ

ん。消防局としてどうしたいのかと、どういうこ

とが一番いいのかということを考えていただきた

いという趣旨でございます。 

 結果的には、丘珠空港にも資するわけでありま

すが、私も当時も総務委員だったか、総務委員長

だったか、その頃に石狩のヘリポートを見させて

いただきましたけれども、一生懸命頑張っていた

だいている状況でありましたけど、やはりヤード

も格納庫もちょっと狭めということもありまし

て、今後やはり空からの安全ということで、意義

もお話がありましたので、ぜひ、ご答弁ありまし

たスピード感を持って、関係機関と調整に当たっ

ていただきたいというふうに指摘をさせていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、次は救急隊の配置状況、及び救急体

制の強化等について伺いたいと思います。 

 不肖、私、昨年、目の前である知人が具合が悪

くなったので、周辺にいた友人たちが119番をさ

せていただきましたところ、残念ながら１時間待

ちというふうに言われまして、その場でいろいろ

と介護、看護をさせていただいて、我々としては

適切な処置ができたものの、専門家じゃございま

せんので、何とか顔面蒼白の中においても、ご自

宅までお届けして、寄り添いながら、改めてその

後、30分後には、救急車が到着していただいたと

いうことで、結果的に事なきを得たということで

ございます。 

 そういう状況にありますけど、ちらほらとこう

いった話、私が体験した話だけではなくて、私の

地域からもいろんなお声が届いておりますし、救

急隊もかなり忙しいんではないかといった声まで

聞こえております。 

 そこで確認したいと思います。 

 一時的に救急車が30人待ちという報道もあった

ようですけれども、近年の救急出動件数と、その

傾向を伺います。 

●上山救急担当部長  近年の救急出動件数とそ

の傾向についてお答えをいたします。 

 本市の救急出動件数は、令和４年以降、年間11

万件台で推移しております。令和６年は11万

4,908件と、救急需要は高止まりしており、今後

も高齢者人口の増加や気候変動等に伴い、救急需

要は大きく減少することはないと予想しておりま

す。 

 なお、今年につきましては、札幌市の真夏日が

過去最多の35回を記録したというところでありま

して、熱中症疑いによる救急搬送者数が速報値で

593名と、こちらも過去最多を記録するなど、７

月以降の月別の救急出動件数は前年比を上回って

いるところでございます。 

 このままの傾向で推移をいたしますと、昨年と

同水準の救急出動件数となる見込みでございま

す。 

●伴 良隆委員  出動件数がかなり多いという

ことと、それが一時的に増えたり減ったりする

シーズンもいろいろあると思いますけれども、今

後の高齢社会を考えますと、なお、その傾向とい

うものが、つまり出動件数というものは増えるば

かりじゃないかというふうにも、当然推察される

わけであります。 

 私も119番を知人がさせていただいたとき、私

はちょうどそのときに、あばら骨を折っていたも

のですから、でも必死で抱えて、階下、２階から
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１階に下ろしましたけども、人の体って、こんな

に力がなくなると重たいのかというふうに思いま

した。 

 そういう意味では、本当に救急隊員の方々がこ

れだけの出動件数で、さらにこの頻度ということ

になりますと、相当な技術力と忍耐力ということ

で、極めて能力が高いというふうに思うところで

もございます。 

 しかし一方で、こんなに多いので、また、待た

されているということを考えますと、本当に大丈

夫かと。もちろん緊急度が極めて高い方のところ

には、すっ飛んでいくんだと思いますけれども、

私のところのケースというのは、比較的そういう

のは大丈夫だったのかなとは思いたいところであ

りますが、しかし、本当にこれは、今後、大丈夫

かというふうに思うわけでございます。 

 そこで２点目の質問でありますが、他の政令市

と比較した本市の救急隊の配置状況と高い救急需

要について、その対策がどうなっているのか、確

認いたします。 

●上山救急担当部長  他の政令市と比較した本

市の救急隊の配置状況、また高い救急需要への対

策についてお答えをいたします。 

 本市の救急隊は36隊配置しており、他の政令市

と比較をいたしますと、本市の救急隊数は１隊当

たりの人口カバー数が政令市で最も多く、また、

１隊当たりの救急出動件数は政令市で２番目に多

い状況でございます。 

 高い救急需要への対策といたしましては、救急

需要が高まる時期や突発的に救急要請が逼迫した

際に、可能な限り、臨時的に救急隊を編成して対

応しております。 

 また、救急車の適正利用を広報するために、民

間企業等のご協力をいただきながら、テレビやラ

ジオでの呼びかけ、ＳＮＳ、ポスター掲示やデジ

タルサイネージを活用いたしました動画放映を

行っているほか、救急安心センターさっぽろの利

用促進対策、こちらも併せて進めているところで

ございます。 

 さらには、救急隊員の労働負荷が高いことか

ら、救急隊の連続活動時間に応じまして、救急隊

員が一定の休憩時間を確保できる運用体制の検証

を行うとともに、救急出動に関連する事務量も増

加しておりますことから、各種事務の効率化につ

いても並行して進めているところでございます。 

●伴 良隆委員  全体的に他の部署も関係す

る、保健関係の部署も関係しますけれども、いろ

んな内部努力ということが見てとれるわけであり

ます。 

 臨時的に救急隊を編成したり、救急安心セン

ターさっぽろの活用、そして救急隊員の休憩時間

の確保の運用体制と、そして各種業務の効率化と

いうことでございます。 

 私も以前、気軽に救急車を利用してしまうとい

う、必ずしもそれが全て悪いというわけじゃあり

ませんけども、まさに気軽に、世の中ではタク

シー代わりにというふうにやゆされるときもあり

ますけども、こういったことを減らすための救急

安心センターさっぽろといったことで、＃７１１

９があるわけであります。 

 それで、今度はこのままでいいのかというご提

案をする前に、やっぱり人の問題があるわけであ

ります。救急隊員の方々が果たして足りているの

か、足りていないのか。育成も含めて、うまく

いっているのかどうか、ここを確認しておかない

と提案ができませんので、伺いたいというふうに

思います。 

 36隊ということで、負担がかかっているという

ふうな状況、人員の確保というのは一体大丈夫か

どうか、確認いたします。 

 そこで質問になりますが、札幌市消防局におけ

る採用について、受験者の動向を含めた状況と、

救急隊員の育成状況について伺います。 

●長沼総務部長  初めに、受験者の動向につい

てお答えをいたします。 

 過去３年の採用状況は、50から60人程度を採用

している状況です。受験者数については、徐々に

減少しているところですが、受験倍率について
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は、５から７倍の倍率で推移しているところであ

りまして、必要な人材は確保できているというふ

うに考えております。 

●上山救急担当部長  私からは、救急隊員の育

成状況についてお答えをいたします。 

 救急隊員の育成状況につきましては、新規採用

された職員全員に救急資格を取得させているとこ

ろでありまして、消防署に配属後も実践的な教育

や訓練を実施いたしまして、知識、技術の向上を

図っているところでございます。 

 また、救急救命士につきましても、毎年20人程

度を養成しているところでございます。 

●伴 良隆委員  人員の確保とともに、育成と

いうことについては、一定程度大丈夫ということ

で、心配ないというふうに解釈をいたします。 

 しかしながらですが、今後も救急需要が高止ま

りということで、認識はお互い一致したわけであ

りまして、本市の救急隊数は１隊当たりの人口カ

バー数が政令市で最も多いという状況でございま

す。 

 これは言ってみれば、皆さん方が一生懸命頑

張っていただいているので、それは誠に誇りであ

りますけれども、しかし、頑張り過ぎるのにも、

やっぱり程があるわけでありますので、それが結

果的に皆さん方の隊員への負荷がかかり、結果的

に先ほどの話じゃないですけど、我々の市民サー

ビスに負荷がかかってしまうということでござい

ます。大切な命がかかっていますので、提案をさ

せていただきますが、今後どのように救急体制の

強化を図っていくのか、これについて伺います。 

●上山救急担当部長  救急体制の強化について

お答えをいたします。 

 救急体制の強化につきましては、今後も増加す

る救急需要へ適切に対応できるよう、救急隊の増

隊について早急に検討を進めてまいりたいと考え

ております。 

 また、中長期的には、救急需要予測に基づきま

して、持続可能な救急体制の構築に向けて、準備

を進めてまいりたいと考えております。 

●伴 良隆委員  私も先日、財政当局に質問さ

せていただいて、厳しい札幌市の財政状況につい

て、ただしたところでございます。 

 ですから、そういう中で、増やせというふうな

質問になったと思いますけれども、増えるべき

と、非常に心苦しいところも正直ないわけではあ

りません。 

 しかし、内部努力も一生懸命やっていただいて

いて、隊員たちも頑張っていただいていると。そ

して、しかしながら、さらなる不可抗力というも

のが出てきているわけでございますので、36隊と

いう状況ではございますけども、着実にまずは一

歩から、１隊ずつということになるかと思います

けれども、今、早急に検討を進めるということで

ございますので、市民の安心のためにも、安全の

ためにも、ぜひその対応でお願いしたいというふ

うに思います。 

 それでは、質問３点目に移ります。３点目はい

ずれも坂上局長に伺いたいと存じます。 

 今ほど、それぞれ委員から、大阪での大変残念

な事案というものがご紹介されました。私からも

心からお悔やみを申し上げます。 

 また大阪だけでなく、全国的にもいろいろな事

案があって、大切な命が失われたり、重篤だった

りということがあろうかと思います。危険業務従

事者ということでありますので、そういったこと

が日々あろうかと思いますけれども、やはり命は

失われないほうがいいに決まっているわけでござ

います。 

 そういう意味では、皆さん方が一生懸命、日々

頑張っていただいていることを、改めて心から感

謝と慰労を申し上げます。どうもありがとうござ

います。 

 さて、命がかかる現場でありますけれども、恐

らく消防局の現場に向かう職員の方々、本人もい

ろいろと心配もあるでしょうし、特に出勤してい

くその背中を眺めていく家族の思いということを

考えますと、非常に心配なんだろうなというふう

に思うところでもございます。 
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 しかし、我がこの札幌市の消防局、体力、技

能、精神力共に、懸命に鍛えていただいていると

いうふうにも存じておるところでございます。 

 しかしながら、安全に完全はないという言葉が

あろうかと思いますが、こういう中で精いっぱい

頑張る中にも、いろいろなトラブルというものが

あろうかというふうに思います。 

 しかし、一生懸命やっていただいた暁に、残念

ながら命を落とすということになりますと、ご本

人も無念でしょうし、そして命を失った遺族側と

いうことになりますけれども、ご家族において

は、２回悲しみをすると。そして、または３回悲

しむというふうにも言われるところでございま

す。 

 １度目は、当然、最愛の人を失う、この瞬間、

失った瞬間。もう一つは、本当は生きて帰ってこ

れたんではなかったかと、何かできたんではない

かということで、社会から追及されるという場面

でございます。本当は何かできたんではないかと

いう、そういうことでございます。 

 そして、もう一つが、同じようなケースが起き

てしまったという、再発するというような、これ

がもしかしたら３度目ということで、遺族は本当

に２度、３度悲しむということがございます。 

 さて、我が札幌市でありますけれども、消防の

活動に関わって、これまで記録上、26名の殉職者

がいらっしゃいます。 

 私も昨日、改めて消防学校に行かせていただき

ました。当時、私は総務委員長で拝命を受けてい

ましたけど、当時、総務課長だった設樂総務課

長、今、北消防署長でやっていただいていますけ

れども、設樂署長とそこを見させていただきまし

た。 

 改めて昨日、その26名の殉職者のお名前が入っ

たプレートとともに、北区、東区等での重大な事

案ということの部分もいろいろと見させていただ

いて、火とか、煙とかの恐ろしさというものを感

じ入ったわけでありますけれども、このプレート

につきましては、26名が完全に枠に収まった状態

でございますので、余白がございません。 

 この余白がないのは、昨日お世話になりました

けれども、戸部消防学校長、そして曽根教務課長

からも教えていただきましたけど、やはり１名も

今後は出さないという、決意の表れというふうに

思って、そしてそのとおりだということでありま

した。 

 昔は倒壊とか、そういった関係で亡くなられた

方が比較的多いと。近年は濃煙、あるいはそれに

伴って一酸化炭素中毒といった事案が多いという

ふうに承知しているところでございまして、戸部

消防学校長からは、後ほど紹介しますが、当時の

豊平区美しが丘で起きた事案、これが５月８日で

ありますけれども、その日にちの周辺で、いろん

な啓発等を行っていただいていて、まさにその学

校の学生たちにも伝えているところというお話を

受けたところでございます。 

 平成９年５月８日、この消防士のことをちょっ

とピックアップさせていただきますけれども、札

幌市豊平区美しが丘で発生した電気店火災という

ことであります。 

 私も不勉強でありましたので、伝承という、本

が出ていまして、伝えるという、今、伝えるべき

ことという本がございます。 

 私が偉そうに言うとあれなんで、この筆者の言

葉をお借りして、本のページに載っていますが、

「仲間、そして家族を奪った火災。悲惨な事故を

繰り返してはならないという思いは、消防の強い

決意であり、家族からの願いである。あの現場が

どのようなものであったか。また、隊員たちはい

かにして濃煙、熱気に立ち向かったのかを伝えた

い。」というふうな文章がございます。 

 さて、様々にいろいろと鍛錬されている、僕も

昨日、訓練をそばから見させていただきましたけ

れども、いろいろ鍛錬をされているとは思いま

す。いろんなケースを考えながら、いろんなこと

を全国の事案からも学んでいらっしゃると思いま

す。 

 しかし、私も児童相談所で厳しく追及していま
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すけども、事件、事故が起きてからやっていくと

いうのは、よくあることでありますけれども、こ

ういう平常時、今のところ重篤な事案が起きてな

いという、平成９年から時間がたっています。 

 さて、本当にここが慢心でないかどうかと。平

常心できちんとした緊張感を持っているかどうか

と。つまり、先ほど本人もそうですし、家族が苦

しむようなことがあってはならないという中で、

坂上局長にぜひこのタイミングで、私はどうして

も伺いたいなというふうに思ったところでありま

す。 

 もちろん、消防局のほうからは様々な鍛錬、あ

るいは査察も含めてやられているというのは、確

認はしておりますけれども、人がなす技でござい

ますので、ここで坂上局長に、ご本人の経験もあ

るかと思いますので、いろいろとお伝えしていた

だきたいというふうに思います。 

 前もって申し上げますと、教えていただきまし

たけど、命を守るような、そういった最新の機

材、必要な機材がありましたら、ぜひ我々市民側

に、こういうものが必要なんだということは、や

はり言っていただきたいと思います。 

 例えば、配置されているＣＯＢＲＡというもの

があるそうでありますけれども、これは水力換気

ノズル、先ほど濃煙、熱気で亡くなられた方がい

るということは言いましたけども、この濃煙と熱

気を水の力で排出して、そして風上から隊員たち

が入っていくと、視界も良好になるといった、そ

ういった技術の製品もあるということでもござい

ます。 

 そこで、伺いたいと思います。 

 私たち市民は、要するに心配なんですね。私た

ちを守ってくれるのかという心配もあるけれど

も、隊員の方たちを思うと、それも心配と。この

平常時、大丈夫かというふうに思うところでござ

います。何かできないのか悩むところでございま

す。 

 しかし、我々にはそういう力はさほどございま

せん。しかし、坂上局長は局員に対して、根拠の

ある、含蓄があるメッセージを響かせることは私

はできるというふうに思っておるところでござい

ます。 

 これは誠にきれいごとではございません。実際

に、起きてしまったら、あのとき私たちは何がで

きたんだろうかということは言ってはいけませ

ん。しっかりとやりきったんだというふうに言わ

ざるを得ない、遺族のために。よって、坂上局長

におかれましては、ぜひ、その背景にいらっしゃ

る、そして、また隊員の方々に、メッセージ性が

ある、緊張感のあるお言葉をいただきたいと。そ

れをもってして安全とは言いませんけれども、や

はり局長のお力を持ってして、お願いしたいなと

思います。 

●坂上消防局長  ご質問ありがとうございま

す。 

 昨日、大阪で殉職された２人の消防葬、公の葬

儀が執り行われまして、私も参列してまいりまし

て、ご遺族だとか、組織の悲しみというものに触

れてまいりました。 

 やはりここで強く感じたのは、こういったこと

を二度と繰り返してはならないという思いを強く

抱いて、帰ってきた次第でございます。 

 消防は市民が避難してくる、危険なところに出

向いていくというのが任務でございますので、そ

こに絶対の安全というのはないんだというふうに

考えております。 

 しかしながら、その中でもリスクを下げて、安

全度を高めていくと、危険度を下げていくという

ようなことが非常に重要かなと考えております。 

 そのためには、絶え間ない訓練を行うだとか、

あるいは数多くの災害事例がありますので、そう

いったものを研究するといった、日々の研さんと

いいますか、そういったものが重要となってまい

ります。 

 あわせて、やはり火事を出さないというような

取組も重要かなというふうに思っております。先

ほど小竹委員、森委員のほうからもご心配、ご質

問いただきましたけれども、市民の安全・安心と
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いうところに直結する火災の出火防止というもの

が、ひいては消防隊員の安全につながっていくと

いうふうに考えておりますので、市民に対する火

災予防広報ですとか、計画的な査察、あるいは消

防用設備の設置指導、そして、違反是正というと

ころは、引き続き、進めてまいりたいというふう

に考えております。 

 お話ありましたように、平成９年に札幌でも殉

職事故がありました。その後、北海道、あるいは

日本各地においても、そういった同様の事故が起

きております。こうした痛ましい事故を風化させ

ないで、職員一人一人の中、あるいは組織の中に

教訓として積み重ねていく、それが私どもの使命

だと思っております。 

 地道な取組なのかもしれませんけれども、こう

いったことを積み重ねていって、職員が勤務明け

に笑顔で自宅に帰れると、そういった当たり前の

環境を維持していきたい、そういうふうに思って

おります。 

●伴 良隆委員  昨日、消防葬に行っていただ

いたということでありましたけれども、まさにお

二人の委員が今日、心配事をそちらにお伝えした

とおりでありますし、私は具体的には、そこまで

は申してはおりませんけれども、今、坂上局長が

まさにおっしゃったとおり、当たり前に隊員たち

が帰ってこられるような状況ということのために

は、様々な鍛錬とともに、風化をさせないという

ことを含めて、大事だというふうに思います。 

 平常時だからこそ、こういう質問をさせていた

だきました。何か事案があったら、厳しく追及す

るわけでありますので、こういう平常時にこそ、

そうだという指差し確認したいところでもござい

ます。 

 日々、それぞれ命を守る業務に携わっていただ

いている皆様、家族の皆様にも、感謝を申し上げ

て、私の質問を終わります。ありがとうございま

した。 

●松原淳二委員長  以上で、第１項 消防費の

質疑を終了いたします。 

 ここで、理事者交代のため、委員会を暫時休憩

いたします。 

    ―――――――――――――― 

      休 憩 午後２時４分 

      再 開 午後２時５分 

    ―――――――――――――― 

●松原淳二委員長  委員会を再開いたします。 

 次に、第４款 環境費 第１項 環境計画費及

び第２項 清掃事業費について、一括して質疑を

行います。 

●太田秀子委員  私からは、家庭ごみ処理手数

料についてと、都心部以外での喫煙対策について

質問いたします。 

 初めに、指定ごみ袋による家庭ごみ処理手数料

についてです。 

 本市では、2009年７月から、家庭ごみの有料化

が開始されており、その目的はごみの排出量に応

じて、手数料を負担していただく仕組みを導入す

ることにより、市民一人一人のごみ減量、リサイ

クルへの意識を高め、行動につなげるための経済

的な動機づけとされていました。 

 有料化から16年が経過しております。ここで伺

いますが、令和６年度決算における、家庭ごみ処

理手数料の収入額と、その使途について伺いま

す。 

●中村環境事業部長  指定ごみ袋によります家

庭ごみ処理手数料の収入額と、その使途について

お答えをいたします。 

 昨年度の指定ごみ袋、いわゆる黄色いごみ袋に

よる家庭ごみ処理手数料の収入は、約32億7,000

万円となっております。 

 その主な使途についてでございますけれども、

雑がみなどの資源物の収集・リサイクルに係る経

費のほか、集団資源回収などのごみの発生抑制、

ごみステーション管理の支援や普及啓発の充実、

指定ごみ袋の製造・流通などの経費に充てており

ます。 

●太田秀子委員  最初の有料化の目的でありま

した、ごみの減量の促進はいただいた資料を見ま
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すと、有料化前の2008年、家庭から出る廃棄ごみ

量は約42万トンでした。有料化後の2010年は約28

万トン、昨年2024年は約26万トンと、その間、

2020年までは人口は増え続けておりましたから、

ごみは減りながら、ほぼ横ばいを維持して、着実

にその成果が上がっていると言えます。 

 これは、まさしく市民一人一人の努力と、ごみ

減量への意識や行動がライフスタイルの中に、深

く浸透していると言えるのではないでしょうか。 

 このような状況を踏まえますと、手数料を減額

したとしても、市民はこれまでと同様に高い意識

を持って、減量、リサイクルの取組を実施できる

と考えられ、現在の手数料水準を維持する必要性

は薄れているのではないかと思います。 

 有料化を決めるとき、ある程度の負担感を感じ

る価格であることが効果を生むと言われ、過度な

負担とならない範囲で設定するそうですが、本市

もそのように決めたそうでありますが、有料化の

導入時よりも、今現在こそ、市民にとって、負担

感は重いのではないかと思います。 

 そこで、伺います。 

 市民負担を軽減する観点からも、家庭ごみ処理

手数料を引き下げるべきと考えますが、いかがか

伺います。 

●中村環境事業部長  家庭ごみ処理手数料の引

下げについてお答えいたします。 

 有料化以降、家庭から出るごみ減量は進んでい

るものの、新スリムシティさっぽろ計画に掲げま

す目標の達成には至っておりません。 

 また、資源物の分別協力率につきましても、

瓶、缶、ペットボトルでは97％と高い水準に達し

ているものの、雑がみや容器包装プラスチックで

は50％台にとどまっております。 

 このように今なお、ごみの減量リサイクルの余

地は多く残されておりまして、今後も幅広い取組

を推進していく必要がありますことから、手数料

引き下げる状況にはないものと考えております。 

 引き続き、ごみ減量と分別促進に精力的に取り

組んでまいります。 

●太田秀子委員  減量は進んでいるというお話

ですけれども、まだ、目標には達していないよと

いうことだったと思います。 

 令和６年、一人当たりの廃棄ごみ量は、１人で

計算しますと362グラム、目標は340グラムだとい

うふうに聞いていますから、もう少しというとこ

ろまで来ていると思うんですけれども、先ほども

言いましたけれども、市民の皆さんのごみ減量へ

の意識は随分浸透してきていると思うんですね。

そして、それにさらにごみを減らしていくこと、

環境の問題など、学習を広げながら、みんなで市

民の皆さんと一緒に目標に向かうと、そういうこ

とは、できるのではないかと思うわけです。 

 ごみの減量ですとか、ごみステーションの清

掃・管理などは、町内会の皆さんの努力もとても

大きなものがあります。そうしますと、私は先ほ

ど答弁いただきましたけれども、ごみ処理手数料

の使途の中でも、ごみパト隊の監視パトロールで

すとか、ごみステーション管理機材の購入費助成

ですとか、啓発のためのチラシや啓発品の配布、

これらなどは、むしろ、ごみ処理手数料から支出

するのではなくて、もう公費で負担していいので

はないかとも思うんです。 

 まず、見直しを検討していただいて、ごみ処理

手数料、いわゆる指定ごみ袋の料金を引き下げて

いただきたいということを申し上げて、次の質問

に移ります。 

 次は、都心部以外の喫煙対策について伺いま

す。 

 喫煙制限区域を中心とした、都心部の喫煙問題

がクローズアップされておりますけれども、それ

以外の場所、特に地下鉄駅やＪＲ駅周辺での路上

喫煙が目立つと感じているところです。 

 そこで伺いますが、都心部以外の公共空間にお

ける喫煙対策について、どのような規制があっ

て、どのような取締りを行っているのかを伺いま

す。 

●沼田清掃事業担当部長  都心部以外の規制対

策の規制と取締りについてお答えいたします。 
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 ポイ捨て等防止条例では、市内全域におけるた

ばこの吸い殻などのポイ捨てに対して、また、都

心部の喫煙制限区域内における路上喫煙に対し

て、1,000円の過料を科しているところでござい

ます。 

 一方、喫煙制限区域外では、道路や公園などの

公共の場所において、歩行中または灰皿が設置さ

れていない場所で、喫煙しないよう努めなければ

ならないという努力義務が規定されております。 

 このルールの下、散乱等防止指導員が都心部の

喫煙制限区域以外においても、地下鉄の駅周辺や

人が多く集まる公園などを定期的に巡回している

ところでございます。 

 指導員の巡回を通じて、ポイ捨ての取締りを

行っているほか、路上喫煙を控えるよう注意して

いるところでございます。 

●太田秀子委員  ポイ捨て等防止条例では、努

力義務とはいえ、都心部の喫煙制限区域以外にも

規制があるということで、今、過料も科している

ところもあるんだよということでしたけれども、

やはりそういうことが、多くの市民の皆さんに伝

わっていないのではないかと思うわけです。過料

が徴収される区域でないことから、路上喫煙して

もいい場所と、そう捉える場合もあるのかもしれ

ません。 

 質問いたしますけれども、ポイ捨て等防止条例

の喫煙制限区域以外の規制について、どのような

周知を行っているのか。また今後、どう強化して

いくのかを伺います。 

●沼田清掃事業担当部長  喫煙制限区域外での

規制周知と周知の強化についてお答えいたしま

す。 

 散乱等防止指導員の巡回に加えて、地下鉄や市

電の交通広告やポスターの掲出、街頭ビジョンで

の啓発動画の放映などを通じて、喫煙制限区域で

の路上喫煙の禁止と合わせ、喫煙制限区域外での

努力義務規定についても周知を行っているところ

でございます。 

 また、今年度からは、喫煙制限区域外であるす

すきの地区において、札幌市立大学の学生がデザ

インした啓発広告を日本語と英語で設置し、イン

バウンドもターゲットにして、啓発の対象拡大に

努めているところでございます。 

 今後、より効果的な周知啓発方法についても検

討し、多くの市民や札幌を訪れる方々にルールを

理解していただけるよう、取り組んでまいりま

す。 

●太田秀子委員  交通広告ですとか、ビジョン

ですとか、そういうお話だったかと思うんですけ

れども、交通の中で、例えば乗り物の中で見て

も、大抵の場合は、乗り物を降りたら、たばこっ

て吸いたくなるようなんですよね。ですから、そ

ういう様子を見るわけです。 

 なので、やはり本当に吸いたくなるなと思うよ

うな場所にも、ポスターを貼っていただきたいな

と思うわけです。 

 今後、都心部の喫煙対策の見直しを進める中

で、やはりもっと効果的な方法も検討すると言わ

れましたけれども、都心部の喫煙制限区域は景観

や、公共の安全や健康を守るために設けているも

のと思います。 

 また、喫煙専用スペースは受動喫煙などの影響

を小さく抑える効果もあるだろうと思うんです。 

 一方、地下鉄駅を降りたところで、ＪＲ駅の周

辺で多く見られる吸い殻、これは歩きたばこによ

るものではないかと考えられます。 

 このようなものに対する規制は、やっぱり都心

部以外でもしっかりとやってもらいたい、必要だ

と思っています。まず、その周知を徹底していた

だけたらいいなと思っています。 

 そして、ポイ捨て等禁止条例には、加熱式たば

こは対象外ということなんですけれども、もちろ

んこの条例ができたのが2004年ですし、加熱式た

ばこが初めて日本で販売されたのが2016年と伺っ

ていますから、条例の対象外ではあるんですけれ

ども、そのパッケージには、煙には発がん性物質

やニコチンが含まれるなど、健康への悪影響が否

定できないことの警告表示ですとか、望まない受
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動喫煙が生じないよう、屋外でも周囲の状況に配

慮することが健康増進法上、義務づけられていま

すよと、こういうことが書かれています。 

 ぜひ、健康増進法などにも照らしてもらって、

ポイ捨て等防止条例の見直しが必要ではないかと

思いますので、検討していただくよう求めまし

て、質問を終わります。 

●山田一郎委員  私からは、ペットボトルの水

平リサイクルについてと、すすきの地区への喫煙

制限区域の拡大について、２点伺います。 

 まずは、ペットボトルのリサイクルについて伺

います。 

 現代社会において、ペットボトル、これはもう

日常生活に欠かせないものでありまして、どの家

庭からも毎週、資源ごみとして出されておりま

す。 

 札幌市では、瓶、缶、ペットボトルを週１回収

集しており、集められたごみは東区の中沼と南区

の駒岡にある資源選別センターで仕分されてお

り、その後、民間のリサイクル事業者によって処

理され、最終的には卵パックやフルーツパック、

あるいは、再びペットボトルにリサイクルされて

おります。 

 近年、プラスチック資源循環促進法の施行な

ど、プラスチック素材のリサイクルの機運が高

まってきており、ペットボトルについても、ペッ

トボトルをペットボトルにリサイクルする水平リ

サイクル、これが全国的に拡大している状況であ

ります。 

 一度フルーツパックなど、リサイクルしてしま

いますと、もうペットボトルに戻すことはできま

せんが、ペットボトルとして再利用できれば、同

じ素材を繰り返し循環させることができます。 

 石油資源が限られる我が国においては、この

ペットボトルの水平リサイクル、これは資源循環

に有効な取組であることから、かねてから我が会

派はこの水平リサイクルの取組に着目し、札幌市

でも実施するよう求めてきたところであります。 

 私自身も、昨年の予算特別委員会で質問させて

いただき、全国の政令指定都市だけではなく、近

隣の北広島市や恵庭市などでも取組が進んでいる

ことを紹介しながら、本市でも積極的に取り組む

ことを求めたところでありまして、このような議

会議論があり、札幌市では令和６年10月から１年

間、札幌市で回収したペットボトルの一部を水平

リサイクルする試行事業を始めました。試行事業

とはいえ、ようやく動き出したことは大きな一歩

であると感じております。 

 ただ、この試行事業も今年の９月でちょうど１

年間が経過し、事業期間が終了したところであり

ます。 

 そこで質問ですが、今回の試行事業の結果につ

いて、現時点でどのように認識しているのか、伺

います。 

●中村環境事業部長  ペットボトルの水平リサ

イクルにおけます、試行事業の結果についてお答

えをいたします。 

 ペットボトルの水平リサイクルを導入した際の

課題の把握やＣＯ２排出量の削減効果などを確認

するため、中沼資源選別センターで選別したペッ

トボトル1,000トンをペットボトルにリサイクル

する試行事業、これを令和６年９月から１年間実

施いたしました。 

 今回の試行事業では、リサイクル技術の異なる

２社が選定されまして、おおむね順調にリサイク

ルできたものと考えており、また、それぞれの再

生技術におきまして、環境負荷や品質などの点

で、長所や課題があることも確認することができ

たところでございます。 

 一方、道内には、再生ペットボトルのリサイク

ル工場がなく、今回選定した事業者も道外の工場

へ運搬するため、輸送にかかるＣＯ２の発生やコ

ストの増加につながる点が課題であると受け止め

ております。 

 今後、各リサイクル事業者から１年間の実施報

告を受けまして、試行事業の結果を取りまとめま

すとともに、今年10月から開始いたしました、第

２期試行事業に取り組んでまいりたいと考えてお
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ります。 

●山田一郎委員  ありがとうございます。 

 確かに、工場がなかったということもありまし

て、一定の課題があったものの、おおむね順調に

実施できたという答弁もありましたので、一つ安

心しているところでもあります。 

 一方で、今、答弁でもありましたが、令和６年

10月からの試行事業１回で終わってしまって、そ

の後の取組が途絶えてしまうのではないかと心配

していたところではありましたけども、札幌市で

はさらなる検討を行うということで、まさに今月

でありますが、令和７年10月から、第２期試行事

業ということで、ペットボトルの水平リサイクル

の試行事業を開始したと今、答弁がありました。 

 今回の試行事業では、札幌市で回収したペット

ボトル約8,500トンのうち、１回目は1,000トンを

対象としておりましたが、第２期では２倍の

2,000トンを水平リサイクルに回せる量を拡大し

て、これを１年間継続するということでありまし

た。 

 そこで質問ですが、第２期の試行事業を実施す

る目的について伺います。 

●中村環境事業部長  第２期試行事業の実施目

的についてお答えをいたします。 

 第２期試行事業では、新たに駒岡資源選別セン

ターのペットボトルも対象にすることで、運用面

での課題でありますとか、輸送に係る環境負荷へ

の影響について確認いたしますほか、容器包装リ

サイクル法に基づく、既存のリサイクル方法も重

要な施策でありますことから、試行事業の量を

2,000トンに増やすことによる影響も確認したい

と考えております。 

 今回の試行事業のように、事業者と直接契約す

る場合には、水平リサイクルなどの再生方法を自

治体の判断で選択できるようになります。 

 一方、従来の容器包装リサイクル法による仕組

みでは、法に基づく指定法人が入札によって事業

者を公募するため、公平性や競争性が確保される

ほか、自治体と事業者間の調整も行うため、安定

的なリサイクルを維持できる利点がございます。 

 このような観点から、第２期試行事業の結果も

踏まえまして、最適なペットボトルリサイクルの

方法について、検討を進めてまいりたいと考えて

おります。 

●山田一郎委員  ありがとうございます。 

 目的としては、最適なリサイクル方法を探して

いくという話でありましたが、ただ、今回第２期

ということもありますが、この試行事業は何度も

繰り返すようなものではないと思っております。 

 循環型社会の実現に向けては、ペットボトルの

水平リサイクル、これは資源を守る上では、非常

に有効な取組だと、何度も我が会派も伝えており

ますが、ペットボトルをつくるのには、基本的に

石油が使わなきゃつくれないですけども、ペット

ボトルからペットボトルに変えることで、石油を

使わずに、日本全国でペットボトルを回していけ

るという形でもありますので、現在、ＧＸ、札幌

市ではこれを進めておりますけれども、こういっ

た転換、こういったものを進めていただきたいと

思います。 

 ぜひ、今回の取組の成果をしっかりと検証して

いただいて、令和８年度以降はもう試行ではな

く、本格実施として、恒久的な取組に位置づけ

て、継続して進めていただくように求めまして、

次の質問に移ります。 

 次は、先ほどの太田委員からもありましたが、

私からはすすきの地区への喫煙制限区域の拡大に

ついて伺います。 

 札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防

止等に関する条例、以下、たばこのポイ捨て等防

止条例と言いますが、札幌市はたばこのポイ捨て

等防止条例により指定している、中心部の喫煙制

限区域を拡大する方向で議論を進めていると伺っ

ております。 

 すすきの駅から中島公園駅にかけてを、すすき

の地区と呼ばせていただきますが、すすきの地区

は大量のごみが散乱しており、中でもたばこの吸

い殻が大半を占め、観光地としては残念な光景で



 

- 58 - 

あります。これはすすきの地区がポイ捨て等防止

条例で規定する、喫煙制限区域に指定されていな

いことが大きな原因ではないかと考えます。 

 そこで質問ですが、なぜ、すすきの地区が喫煙

制限区域に指定されていないのか、その理由につ

いて伺います。 

●沼田清掃事業担当部長  すすきの地区を喫煙

制限区域に指定していない理由についてお答えい

たします。 

 現時点では、南北は国道36号線の北側歩道から

北８条線の南側歩道まで、東西は西１丁目から西

４丁目までのエリアを喫煙制限区域としておりま

す。 

 これは、たばこの危険性を考慮して、子どもを

含めた歩行者数が多いところ、時計台やテレビ塔

などの多くの人が訪れる施設があるところ、市民

や観光客にとって、覚えやすいことという観点か

ら設定したものでございます。 

 すすきの地区については、国道36号線北側まで

にしてほしいという地域の声があったことや市が

取締りを行う際の運用面での難しさがあったこと

から、当時の判断といたしまして、国道36号線の

南側を喫煙制限区域に含めなかったものでござい

ます。 

●山田一郎委員  ありがとうございます。 

 地域の声ですとか、運用面の難しさというのが

理由であるということでしたが、ただ、しかし、

国道36号線から北側の喫煙制限区域には、ポイ捨

てはほとんど見られませんが、南側にたばこの吸

い殻は大変多いのは事実であります。 

 すすきの地区では深夜から明け方にかけて、路

上飲酒に伴う喫煙が多く見られ、飲酒した瓶や

缶、食べ物のごみとともに、たばこの吸い殻が捨

てられております。 

 また、すすきの地区では、特に、いわゆる客引

きが、たばこのポイ捨てしている光景をよく見か

けており、このような行為はすすきの地区の魅力

を失墜させる行為であり、徹底した対応が求めら

れます。 

 こうしたごみ問題に対応すべく、毎月第４土曜

日に、有志によるごみ拾いを行うなど、ボラン

ティアによる努力で、すすきの地区の美化活動に

取り組んでおります。 

 そして先日、民間企業がすすきのに喫煙所、Ｔ

ＨＥ ＳＭＯＫＥ ＢＡＳＥを設置するなど、努

力を重ねております。地元の企業がこういった取

組で、街をきれいにしていこうと取り組んでいる

わけですから、札幌市も積極的に協力するべきと

考えます。 

 我々としても、すすきの観光協会と地元豊水連

合町内会からも、喫煙制限区域の拡大について要

望を受けており、地域の声をしっかりと受け止

め、ぜひとも実現に向けて議論すべきと考えま

す。 

 また、本定例会においては、新ＭＩＣＥ施設整

備の議論もなされており、新ＭＩＣＥ施設が完成

し、たくさんの方々が国内外からお越しになった

ときに、路上にたばこの吸い殻だらけの街並みで

あってはならないと思います。 

 今後、たばこのポイ捨て等防止条例で規定する

喫煙制限区域の拡大を議論するに当たっては、す

すきの地区を何としても入れていただきたいと思

います。 

 そこで質問ですが、すすきの地区も喫煙制限区

域にするべきと考えますが、いかがか伺います。

また、すすきの地区を喫煙制限区域に指定した場

合、どのような課題があるのか、併せて伺いま

す。 

●沼田清掃事業担当部長  すすきの地区を喫煙

制限区域に指定すること及び指定した場合の課題

についてお答えいたします。 

 ポイ捨て等防止条例は制定から20年が経過し、

受動喫煙防止の観点や、インバウンドの増加な

ど、当時と状況が変化していることから、喫煙対

策の見直しが必要と考えているところでございま

す。 

 その中で、すすきの地区も含む都心部の喫煙制

限区域の拡大についても、検討してまいりたいと
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考えております。 

 また、すすきの地区を喫煙制限区域に指定した

場合の課題についてでございますが、お酒を飲む

エリアで指導や取締りを行う際に、どのように実

効性を確保するかが課題であると考えているとこ

ろでございます。 

●山田一郎委員  課題としてもありましたが、

お酒を飲んでいる人の取締りが難しいというよう

な理由もありました。取締りが難しいということ

と、ルールをつくるということはイコールではあ

りません。仮に、取締りが難しくても、まちをき

れいに保ちたいという意思を示すことに大きな意

義があります。 

 難しいからといって、すすきのから新ＭＩＣＥ

施設が予定されている中島公園にかけてのエリア

まで、喫煙制限区域を拡大しないということがな

いよう、しっかりと検討していただきたい。 

 最後に、すすきの地区をより一層魅力的なまち

にするために触れさせていただきますが、すすき

のから放置自転車、客引き、たばこのポイ捨てを

３点セットでなくす必要があります。この点につ

いては、建設局、市民文化局、そして環境局と担

当が分かれる、いわゆる縦割りでありますが、連

携しながら取り組んでいただきたいと思います。 

 放置自転車対策については、この８月から駐輪

場を整備して、すすきのに放置禁止区域を拡大し

ており、今後、さらなる取組が求められます。 

 客引き禁止条例については、条例が施行されて

３年が経過しておりますが、その実効性について

は疑問の残るところであり、徹底した対応が求め

られます。 

 すすきの地区を喫煙制限区域に指定して、たば

このポイ捨てを取り締まる場合、市民文化局と連

携しながら対応すべきです。そして、ごみ、特に

たばこのポイ捨てをなくし、例えば、街路にごみ

箱と花のプランターを置くなど、すすきのまちの

美化活動を促進することは、安全で安心な観光地

としてより魅力的になると思います。 

 地元の声を的確に反映して、中心部の喫煙制限

区域拡大の議論を進めるように、切に要望して、

私の質問を終わります。 

●うるしはら直子委員  私からは、プラスチッ

ク資源循環促進法への対応について、また、リ

ユース拠点、ジモティースポットについての２項

目質問させていただきます。 

 初めに、プラスチック資源循環促進法への対応

について伺います。 

 2022年４月に施行されたプラスチック資源循環

促進法では、従来の容器包装プラスチックに加

え、ポリバケツや洗面器、ハンガーといった、製

品プラスチックの回収・リサイクルも自治体の努

力義務として位置づけられました。これを受け、

今まさに、全国の自治体で製品プラスチック回収

の検討が進められています。 

 法律の施行から間もなく３年が経過し、製品プ

ラスチックの回収を開始する自治体も少しずつ増

えているところですが、本市では、まず回収に向

けた検討を進めるため、2023年度から市内の一部

地域でモデル事業を実施しております。 

 2023年度は厚別区の一部で、また2024年度は西

区の一部で、市民に製品プラスチックを回収拠点

であります、地区リサイクルセンターのほうに持

参していただいて、直接持ち込む方法、いわゆる

拠点回収方式でモデル事業を行い、どのような種

類の製品プラスチックが出されるかなどの調査を

行ったと承知しています。 

 そして、今年度は６月から８月までの３か月

間、北区、東区、白石区の各１か所の単位町内

会、計３か所を対象に、既存のごみステーション

で製品プラスチックを回収する、いわゆるステー

ション回収方式のモデル事業を実施しておりま

す。 

 今回、対象地域の住民には、従来の週１回包装

容器をプラスチックの収集日に、製品プラスチッ

クも同じ袋の中に入れて出してもらうように通知

し、ステーション回収した場合の収集量やごみス

テーションへの影響などを調査することを目的

に、実施したと聞いております。 
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 今年度のモデル事業では、対象地域の住民への

アンケート調査も行っているとのことで、最終的

な取りまとめには、もう少し時間が必要と聞いて

おりますが、製品プラスチックの収集量など、既

に結果が判明しているデータもあることと思いま

す。特に、ステーション回収での収集量、これは

今後の事業の方向性、そして、展開を検討する上

で、極めて重要な数値となります。 

 そこで質問ですが、今回のモデル事業における

製品プラスチックの収集量の結果について、どの

ように認識しているのか、伺います。 

●中村環境事業部長  プラスチック資源循環促

進法への対応に関しまして、製品プラスチックの

モデル事業の収集量の結果についてお答えをいた

します。 

 今回のモデル事業では、今年の６月から８月ま

で、北区の太平百合が原地区、それから東区の北

栄地区、白石区の北白石地区の一部地域で実施を

いたしました。３地区におけます３か月間の平均

値で算出いたしますと、プラスチックの収集量は

19.9％増加しておりまして、他都市の同様のモデ

ル事業と比較して、おおむね同水準の増加率でご

ざいまして、当初想定していた範囲内の結果と受

け止めております。 

 製品プラスチックの収集量は、収集やリサイク

ル施設等に必要な能力や経費を算定するための重

要な基礎数値でございまして、今回のモデル事業

によって、貴重なデータを得ることができたもの

と認識しております。 

●うるしはら直子委員  ただいまの答弁では、

排出されました製品プラスチックの割合は、他都

市とおおむね同水準で、当初の想定の範囲内とい

うことでした。 

 我が会派では、これまでも製品プラスチックを

ステーションで回収する場合に、市民負担ですと

か、また行政コストが大幅に増加するのではない

かという懸念から、本市の取組状況、これを注視

しまして、慎重かつ丁寧な検討をと提言してまい

りました。 

 容器包装プラスチックの処理費用は、製造メー

カー等の事業者負担が99％、そして、自治体負担

は1％なのですが、製品プラスチックの処理費用

は100％が自治体負担のため、製品プラスチック

の量があまりにも多いと、それだけ自治体の負担

も増加することになります。そして、市の財政に

与える影響、これは看過できないことだと思って

います。 

 今回の調査では、ひとまずは想定内の範囲とい

うことでしたので、安心ができる数値なのかなと

は思いますけれども、引き続き、この調査につい

てはしっかりとし続けていただきたい。そして、

大切なデータにしていただきたいと思います。 

 次に、ごみステーションや収集体制への影響に

ついても、質問していきたいと思います。 

 今年の予算特別委員会でも指摘させていただき

ましたが、現在、週１回で回収している容器包装

プラスチック、これは大変かさばるものが多く、

場所ですとか、時期によっては、ごみステーショ

ンが満杯になっているといった光景も見受けられ

ます。ここに製品プラスチックが加われば、ス

テーションを管理する市民の負担が増えることに

ならないかと懸念しておりました。 

 今回のモデル事業では、ステーションへの影響

調査も目的の一つとされておりまして、環境局の

職員も対象地域のごみステーションを複数回訪

れ、排出状況を直接確認したと聞いております。 

 そこで、伺います。 

 今回のモデル事業におけるごみステーションや

収集作業への影響について、現時点でどのように

分析しているのか、伺います。 

●中村環境事業部長  ごみステーションや収集

作業への影響についてお答えをいたします。 

 今回のモデル事業では、一部のごみステーショ

ンで収納ケースなどの大きなサイズの製品プラス

チックが出された際に、ごみステーション管理器

材に収まりきらない事例はございましたけれど

も、それ以外には大きな混乱が生じることはござ

いませんでした。また、収集作業を行った委託事
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業者にヒアリングしたところ、収集作業への影響

や大きな負担の増加は生じなかったとのご意見を

いただいております。 

 したがいまして、製品プラスチックのステー

ション回収に当たりまして、ごみステーションや

収集作業に関しては、おおむね大きな支障はな

かったものと認識しております。 

 今後、モデル事業の実施地域の住民の皆様を対

象に行いました、アンケートの結果なども踏まえ

まして、製品プラスチックの分別収集の検討を進

めてまいりたいと考えております。 

●うるしはら直子委員  ただいまのご答弁で収

集作業ですとか、またごみステーションの排出状

況に関しても、おおむね大きな問題はなかったと

いうことは、確認をさせていただきました。 

 このステーション回収は、市民の利便性を高め

るといった利点、これがある一方で、地域ですと

か、規模によって、様々な課題というものも今

後、発生してくると考えられると思います。 

 本市の市民は、ごみの分別に対する意識が非常

に高いというふうに私は感じているんですけれど

も、それでも、引っ越しや衣替えの時期には、不

法投棄やルール違反のごみ出しに関する相談とい

うのが、残念ながら私どものところにも増えるの

が実情でございます。 

 今後、ステーション回収の検討を具体化してい

くのであれば、先行している他都市の状況、そし

て新たに発生した課題、また、好事例なんかも十

分に調査しまして、地域住民への丁寧な説明、そ

して分かりやすいごみ出しのルール、こうした周

知方法についても、同時にしっかりと検討してい

ただくよう求めたいと思います。 

 製品プラスチックの収集リサイクルは、清掃工

場の更新等に係る国の循環型社会形成推進交付

金、この交付要件にもなっておりまして、本市の

財源確保の観点からも不可欠な取組と思っており

ます。 

 回収の先にあるリサイクルの体制といったもの

の検討も、今後は進めていくことになると思いま

すけれども、コスト面を含め、様々な課題がこち

らにもございます。 

 製品プラスチックの安定的かつ持続的な収集、

リサイクル体制の構築に向け、引き続き、丁寧な

検討を進めていただくこと、これを要望しまし

て、次の質問に移りたいと思います。 

 次に、リユース拠点、ジモティースポットにつ

いて伺います。 

 今年の８月１日に、白石区、私、地元でもござ

います北郷に、株式会社ジモティーによるリユー

ス拠点、ジモティースポットの道内１号店がオー

プンいたしました。 

 この事業は、本市がリユースの推進に関する連

携協定を締結しておりますジモティー社と連携し

て設置されたものと伺っております。 

 また、オープン当日、私も現地を訪れました

が、開店前から地域の方々が列をつくりまして、

また多くの報道陣も集まるなど、その関心の高さ

が伺えました。 

 また、当日配られておりましたチラシなんかも

見ますと、札幌市×ジモティーと大きく名を打

ちまして、循環型社会をしっかりと進めていくよ

うな案内のものも地域に配られておりました。 

 このジモティースポットですけれども、市民が

持ち込んだ、まだ使える不要品を無料で引き取

り、そして必要に応じてメンテナンスなどを施し

た上で、次に必要とする方へ安価で提供するとい

う仕組みです。 

 開店直後から、次々と品物が持ち込まれている

様子、先日も行きましたが、もうお店からあふれ

るほど品物が集まっておりまして、そうしたこと

を拝見しまして、こうした拠点が地域に強く求め

られていたということを、改めて実感いたしまし

た。 

 地域の皆様の声としても、こうした新しい取組

が地元からスタートしたということを大変喜んで

おりますし、また、偶然にもこの地域は、先ほど

の質疑でも触れました製品プラのモデル事業の地

域とも大変近い地域となっておりまして、さらに
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リユースやリサイクルへの関心も一層高まってい

るというものも感じております。 

 自分にとっての不要品を引き取ってもらえれ

ば、捨てる手間や有料ごみ袋も節約できますし、

また店舗を訪れれば、日用品を安価に手に入れる

こともできます。まさに地域のもったいないをつ

なぎ、暮らすやすさを向上させる、大変意義深い

取組だと思っております。 

 加えて、利用者は50代から60代の方が多いとい

うことですが、子育てが一段落した世代などから

出る不用品を、ごみとしてではなく、次の世代へ

バトンタッチできる拠点が身近にあることは、大

変重要だといった声もいただいています。 

 そこで、まず質問ですが、ジモティー社と連携

して、ジモティースポットを展開する狙いと、

オープン後の実績について伺います。 

●中村環境事業部長  ジモティー社と連携し

て、リユース拠点、ジモティースポットを展開す

る狙いと、オープン後の実績についてお答えをい

たします。 

 ジモティースポットは、ジモティー社が地域に

おけるリユースの促進を目的に、全国に20店舗を

展開している事業でございまして、2023年に札幌

市とジモティー社が連携協定を結んだことをきっ

かけに、このたびの出店に至ったものでございま

す。 

 この事業は一般のリユースショップでは買取り

しないものも、まだ使える状態であれば、無償で

引き取り、リユースにつなげるということが、ほ

かにはない特徴となっております。 

 今回、ジモティースポットが札幌に設置された

ことで、市民の皆様が不用品を手放す際の選択肢

が増えまして、市内におけるリユースの取組が広

がっていくものと考えております。 

 また、オープン後の実績についてでございます

けれども、８月の１か月間で、店舗に持ち込まれ

ました不用品が約１万2,000点、そのうちの半数

に当たる約6,000点、重量にして17トンほどがリ

ユースされておりまして、ごみの減量に寄与して

いるものと受け止めております。 

●うるしはら直子委員  ジモティースポットを

展開した狙いと、オープン後の実績について、ご

答弁をいただきました。 

 ８月のオープンから僅か１か月で、17トンもの

不用品がリユースされたという実績、これは市民

ニーズに的確に応えながら、ごみの減量にも着実

に効果を上げているものと大変評価をしておりま

す。 

 この数字ですけれども、市民のご家庭に、本人

としては価値がないと諦められていたり、また運

び出す手間から、物置の奥に眠っていたりする、

いわゆる潜在リユース品、これが多く存在すると

いうことも示しているのではないかと考えます。 

 市内には多くのリユースショップがありますけ

れども、せっかく不用品を持ち込んでも、値段が

つかないと買い取ってもらえずに持ち帰り、結局

はごみとして処分したという経験のある市民も少

なくないことと思います。 

 たとえ無料でも、ごみとして捨てるのではな

く、誰かに使ってほしいという、こうした市民の

思いは、白石区ですとか、北郷に限ったものでは

なくて、市内のあらゆる地域に共通することだと

考えます。 

 また、このような拠点が身近にあるということ

は、市民一人一人が物を捨てるという選択肢の前

に、生かすという選択肢を当たり前に考える文化

を醸成する上でも重要と考えますし、また、単な

るごみ減量にとどまらず、市民の意識と行動を変

える行動変容を促す大きな一歩にもなるのではな

いかと考えます。 

 そこで質問ですが、ジモティースポットのよう

にリユース品を持ち込むことができる拠点を拡大

すべきと考えますが、いかがか伺います。 

●中村環境事業部長  リユース品を持ち込むこ

とができる拠点の拡大について、お答えをいたし

ます。 

 全国的にも、既に様々な民間事業者がリユース

品を回収する拠点を設置、運営しておりますこと
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から、今回のジモティースポットのように、民間

事業者のノウハウを生かし、官民で共に取り組ん

でいくことが重要であると認識しております。 

 また、ジモティースポット以外にも、市内にお

いて、小型のボックスを設置し、古着や雑貨など

を回収する事例があることも承知しております。 

 札幌市といたしましては、そうした新たなリ

ユースの取組を展開する事業者と連携を図りまし

て、その取組の周知やイベントでの協力などを通

じまして、リユース品の回収拠点の拡大に努めて

まいりたいと考えております。 

●うるしはら直子委員  大変前向きなご答弁を

いただきまして、大変心強く感じております。 

 今後の展開に当たりましては、今回のジモ

ティー社との連携のようなモデルケースを、これ

をよいモデルケースとしながら、市内のほかのリ

ユース事業者とも連携の輪を広げまして、札幌市

全体でリユースを推進する大きな流れを作ってい

ただくことを期待しております。 

 その上で、２点要望させていただきます。 

 まずは効果的な拠点展開と、多面的な活用につ

いてです。 

 今後、拠点を拡大していく際には、各区の地域

特性、そして市民ニーズを丁寧に把握し、それぞ

れの地域に最も適した形で展開していただきたい

と思います。そして、その拠点を単なる不用品の

受付場所とするのではなく、例えば、子どもたち

の生きた環境教育の場としても様々活用していく

など、幅広い世代につなげていただくことを要望

いたします。 

 また、きめ細やかな周知の徹底も必要だと思い

ます。せっかくの取組も市民に知られなければ、

広がってはいきません。市の広報誌、ＳＮＳでの

発信はもちろんのことですが、デジタルに不慣れ

な方々にも情報がしっかり届くように、町内会の

回覧板ですとか、また地域の掲示板なども活用し

ながら、こちらもあらゆる世代の市民がこの取組

に参加できますよう、情報発信にも一層力を入れ

ていただくことを求めます。 

 ごみ減量と循環型社会の実現に向け、官民連携

の取組がさらに加速することを期待いたしまし

て、私の質問を終わります。 

●前川隆史委員  私からは、たばこ対策につい

て伺いたいと思います。 

 これまでも、繰り返し議会で取り上げてきまし

て、追い風になったり、逆風になったり、いろん

なことがございましたが、粘って頑張りたいと

思っております。 

 たばこ対策に熱心に取り組む大きなきっかけに

なったのが、平成29年に惜しくもお亡くなりにな

りました、国立病院機構北海道がんセンターの院

長であられました、近藤啓史先生との出会いでご

ざいます。こじま委員もよくご存じかと思います

けども、がんの権威でございますし、たばこと、

喫煙と肺がんの関係ですとか、ほかのがんも含め

てですけども、非常に見識豊かな方でございまし

た。 

 この近藤先生は大変気さくなお方で、お酒も大

好きで、様々なお話を何度もお聞かせいただいた

ところでございます。そうした語らいの中で、繰

り返し訴えておられたことが、ご自身ががんセン

ターで数多くのがん患者の治療に携わってきた結

論として、たばこ対策の重要性ということでござ

いました。 

 近藤先生から、前川さん、札幌市は喫煙率が非

常に高いと。これは大問題だと。そして、中でも

白石区の女性の喫煙率が高いと。今、後ろを振り

返った方がいますが、それはさておき、さらに喫

煙とがん、特に肺がんの罹患と喫煙との関係は、

疑いようがないと。完璧に一致していると。しか

し、ほとんどが実はこの数字も公表されていない

と、こういうことで、いわゆる喫煙、たばことが

んの関係を公表しない、いろんな思惑があって、

なかなか出てこないと、非常に残念なんだという

ふうにお話をされまして、札幌市のたばこ対策を

しっかり頼むよと、頑張ってくれと激励を多くい

ただいてきたわけであります。 

 近藤先生は晩年、オール北海道でがん対策を進
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めるために、北海道がんサミットを立ち上げて、

札幌市も参画いたしましたし、多大な貢献をなさ

れましたが、先ほどお話ししたとおり、63歳とい

う若さで、お亡くなりになってしまったというわ

けであります。 

 そうした先生の思いを受け止めまして、議会質

疑を粘り強く繰り返してまいりました。市役所の

庁舎の完全禁煙化ですとか、また道議会新庁舎で

の違法喫煙が大きな社会問題となった際も、いろ

んな鉄砲もやりも飛んできましたが、札幌市保健

所の毅然たる対応を促したり、保健所に対して

しっかり対応を促したりと、禁煙外来の助成制

度、このようなこともやってまいりました。 

 また、さっぽろ受動喫煙防止宣言なども札幌市

が発したと、こんなようなことで様々やってきた

ところでございます。 

 さて近年、多くの指定都市が公共の場所におけ

る喫煙対策を大きく強化して、既にもう実施して

おります。特に女性や子どもたちへの悪影響をや

はり弱い方の影響というのを考慮して、公園です

とか、道路などの公共空間における完全な受動喫

煙対策が次々と、各指定都市で進んでいる状況で

ございます。 

 令和２年４月に、改正健康増進法が全面施行さ

れており、こうした望まない受動喫煙を防ぐとい

う観点、はたまた受動喫煙対策がちゃんとできな

いようなまちなんだと見られたくないと、裏を返

せば、たばこ対策をしっかり進めることで、まち

の魅力を高めたいという、そういった各自治体の

思いもあるそうでございます。 

 視察もいろいろしてきましたが、神戸や相模

原、横浜など、指定都市の担当者が異口同音に

おっしゃっておりましたが、たばこ対策ができな

いと、まちのブランドイメージを大きく損なう

と、皆さんは強調されておりました。 

 一方で、現在の札幌市のたばこに対する規制と

しては、先ほど来、お話に出ております、平成17

年から施行された、ポイ捨て等防止条例がござい

ますが、この条例の施行から20年、実効性のある

新たな喫煙対策は一切講じられることなく、今に

至っていると、このような状況でございます。 

 そこで伺いますが、まず札幌市の都心部におけ

る、喫煙対策に対する認識について伺いたいと思

います。 

●沼田清掃事業担当部長  札幌の都心部におけ

る、喫煙対策の現状に対する認識について、お答

えいたします。 

 ポイ捨て等防止条例の施行により、市内全域で

のポイ捨てや喫煙制限区域内での路上喫煙などが

禁止となり、違反した場合は1,000円の過料を徴

収することとなりました。 

 これまで散乱等防止指導員による巡回や、路面

ステッカーなどによる条例の周知啓発を継続して

きたことで、喫煙制限区域内における路上喫煙者

数は、条例施行前と比べ10分の１程度に減少して

おり、大きな効果が出ているものと認識している

ところでございます。 

 一方、喫煙制限区域外における都心部の公園な

どの公共の場所で、望まない受動喫煙に関する声

が増加傾向でありますことから、喫煙対策の見直

しが必要と考えているところでございます。 

●前川隆史委員  制限区域内においては、いろ

いろと効果が出ているということでございました

が、それ以外ではまだまだということもあって、

様々見直しをしなきゃいけないと、こんな課題認

識を持っているというお話でございました。 

 さきの代表質問で、我が会派の熊谷委員からの

公共空間における喫煙対策に関する質問に対しま

して、都心部における喫煙制限の見直しなど、早

期に実効性のある対策が行えるよう検討を進めて

いくと、このように答弁があったところでござい

ます。 

 取組の見直しに当たっては、過料徴収の対象と

ならない喫煙制限区域の外、特に大通公園西５丁

目より西側や創成川公園など、路上喫煙が非常に

目立っているところへの対策を優先的に検討すべ

きと、そのように考えるところでございます。 

 市民の健康増進と快適な環境づくりを進めるた
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めにも、しっかりと対策を講じていただきたいと

ころでございますが、そこで伺いますが、都心部

の喫煙対策の見直しについて、具体的にどのよう

な対策を進めようとお考えなのか、伺います。 

●沼田清掃事業担当部長  都心部の喫煙対策に

ついて、具体的にどのような対策を進めようとし

ているかということについて、お答えいたしま

す。 

 現在、都心部において、たばこの臭いや煙が気

になる場所がないかなど、札幌市の喫煙対策に関

する市民アンケートを実施しているところでござ

います。 

 また、路上喫煙の現状を把握するため、都心部

における路上や公園内の喫煙状況に関する調査を

今月下旬に実施する予定であります。 

 これらの調査結果を踏まえ、喫煙制限区域の見

直しを検討してまいりたいと考えているところで

ございます。 

 併せて、現在、ポイ捨て等防止条例で規制して

いない、加熱式たばこの扱いについても検討して

まいります。 

 これらの対策について、健康やまちづくりの分

野に関する学識経験者や、健康・経済・観光に関

する団体、地域の関係者などで構成する検討会を

新たに立ち上げまして、取組の方向性を議論して

まいりたいと考えているところでございます。 

●前川隆史委員  ありがとうございます。 

 一歩前進ではないかというふうに思っておりま

す。アンケート等々を通じながら、区域の設定、

また、加熱式たばこの扱い、そういったもろもろ

のことも含めまして、学識経験者等々、様々な分

野の方々を介しての検討会を設置をして、前に進

めていきたいと、このようなお話でございまし

た。 

 既に、他の政令市では、喫煙対策の強化が進め

られておりまして、検討会が立ち上がったのは非

常に私としてもうれしい限りでございますが、や

はり検討にあまり時間をかけている猶予はないん

じゃないかと、このようにも考えるわけです。 

 そこで伺いますけれども、都心部の喫煙対策を

強化することに対する意気込みと、決意と、信念

と、真剣度合いを、梅田局長に伺いたいなと思い

ますので、よろしくお願いします。 

●梅田環境局長  都心部の喫煙対策に対する意

気込み、決意等々についてのご質問にお答えをい

たします。 

 人が多く集まる都心部の喫煙対策につきまして

は、望まない受動喫煙を防止していくということ

と、また観光都市さっぽろとして、ふさわしい環

境を確保していくために、非常に重要な課題であ

るというふうに認識をしてございます。 

 そのため、実効性のある対策を取れるように、

まずは現状の分析をしっかりと行った上で、学識

経験者や地元関係者などの意見も伺いながら、検

討を進めてまいりたいと思います。 

 新しい喫煙対策につきましては、来年度中にも

方向性を整理をして、たばこを吸う人も、たばこ

を吸わない人も、快適に過ごせるまちを目指し

て、スピード感を持って取組を進めてまいりたい

というふうに思ってございます。 

●前川隆史委員  たばこを吸う人も、吸わない

人も喜ばれる対策ということで、来年度中にしっ

かり一つの結論を出したいと、このようなご表明

がございました。 

 しっかり札幌市としての目指すべき姿を示して

いただきたいと、このように思うところでござい

ます。 

 現在の状況ですと、たばこ対策は地域別の今、

都心部だとか、さっきは、すすきのみたいな話も

ありました。あるいは地下鉄の駅の周辺とか、い

ろいろあったんですけども、まずは都心部という

のは大事だと思います。いろんな意味で、大通公

園とか、中島公園だとか、多くの子どもたちや妊

婦さんも集まる場所でもあり、多くの観光客もい

らっしゃるということで、重点地域としてよく分

かりますが、やはり他都市では、もう既に各都市

の市域全域で、共通の対策を講じていまして、ど

こに行っても同じような、そういう受動喫煙対策
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やたばこ対策が採られているわけでございますの

で、しっかり、まず一歩前進でございますけど

も、最後は市域全域にそういったことが、どこに

行ってもたばこの受動喫煙などの被害に遭わな

い、どこに行っても札幌市というまちは空気がす

がすがしくて、きれいで、さすが自然豊かなまち

だなと言っていただけるような、そういったとこ

ろを目指して頑張っていただきたいと思いますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

●三神英彦委員  私からの質問は、ヒグマ案件

です。代表質問でも触れた、緊急銃猟制度を軸に

質問させていただきます。 

 私は南区なので、すごかったのがおととし、令

和５年度は本当に物すごいクマが増えたという、

実感があったんですよ。おととしと今年の比較、

何かないかなというふうに思ったら、環境共生担

当課のサイトのところに、目撃情報の件数と、そ

れから痕跡確認の件数の合計というのが載ってい

ますと。令和５年が１年間で227件と載っていま

す。今年、昨日の時点で227件で、一昨年を超え

ちゃっているんですよね。それぐらい、実は実際

にヒグマ警報、西区、それからヒグマ注意報も合

わせると、10区のうちの半分以上がもうヒグマ注

意報じゃないですか。本当に大変な事態だなとい

うふうに思っていますということですね。 

 ただ、こんなに目撃情報等が出て、実際にクマ

が出没しているのに、札幌に関しては本当に本市

環境共生担当課、それから道警、それから道庁、

それから猟友会、それから場合によっては、そこ

に研究機関だったりだとか、大学機関だったりだ

とかという、それぞれのチームが本当にいい形で

組んで、すぐ対応してくれている。どんな対応し

てくれているかというと、目撃情報が出るたび

に、その中で誰か一番駆けつけられる人が駆けつ

けてくれているそうです。 

 その上で、ガセもあるので、それがクマなの

か、クマじゃないのかという話だったりだとか、

それが実際にクマだった場合に、今度は警戒すべ

きというのは言い換えると、要はそのクマが人間

を警戒しているか、していないかという度合い

を、実際に到着した人たちは、手がかりを基に判

定してくれているそうです。 

 警戒感が薄れていないクマというのは、目撃さ

れても、それほどケアする必要はないということ

で、すぐカメラを置いて、移動してくれているそ

うなんですよね。 

 その一方で、やっぱり警戒しなきゃいけない、

例えば今年だったら、藤野で、多分車にひかれて

亡くなった鹿を食べ始めたら、そこで夢中になっ

ちゃって、人を警戒しなくなったとかというよう

な事案というのは、もう、すぐ撃ちましょうとい

う話で、先ほど言ったようなチームで相談して、

撃つということをやってもらっています。 

 そういう連携がちゃんと功を奏しているから、

これだけクマが出ていても、何とかなっていた。

ただ、残念なことに、今年は平和丘陵公園です

か、犬の散歩中の人が出会い頭で、残念なことに

けがをされたということですね。 

 これだけの出没頻度であれば、本当に今の体制

でやっていけるのか、やっていけないのかという

のもそうですし、実際に９月に始まった制度、緊

急銃猟制度ですね。これは本当にいろんな条件は

あるんですけれど、実際にはやっぱり本当にまず

いと思う状況で、地域住民に被害が及ぼさない状

態で、銃を撃てるかというような話の制度になり

ます。 

 実際には、本当にこれだけの頻度であれば、い

つ、この緊急銃猟の制度、判断が必要になっても

おかしくないような状況になっていると思いま

す。 

 最初の質問ですが、現状で、本市が考える緊急

銃猟の課題について、どのように認識されている

のか、お伺いします。 

●渡邊環境管理担当部長  緊急銃猟制度の課題

について、お答えいたします。 

 この１か月間の市街地におけるヒグマの出没状

況を通じまして、従来の鳥獣保護管理法に基づく

許可捕獲や、警察官職務執行法による命令など、
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複数の手段がある中で、緊急銃猟制度をどのよう

な状況でいかに選択するかという、現場の局面に

応じた計画立案の難しさを、改めて認識したとこ

ろでございます。 

 また、緊急銃猟を実施する場合には、委員ご指

摘のとおり、市民の安全確保のため、交通規制や

避難誘導等に迅速に対応しなければならず、現場

対応を円滑に行える経験やスキルを持った職員の

数が十分ではないことも、課題であると感じてお

ります。 

 このため、今般の一連の市街地出没事案を詳細

に検証しまして、緊急銃猟制度の適用を踏まえ

た、より実践的な訓練や勉強会等を開催し、まず

は関係職員の知識及び技術の向上に努めてまいり

たい、このように考えてございます。 

●三神英彦委員  ありがとうございます。 

 本当に大変なことになっているんですが、今、

環境局の前に、消防局があったじゃないですか。

何人かが質問されて、市民の命の話と、それから

消防隊員の命の話がありました。 

 同じように、ヒグマの話も市民の命というのも

ありますし、それから、環境共生担当課の皆さ

ん、それから猟友会の皆さんの命だとかというの

もあります。 

 さらに言えば、環境共生なので、本当に人に

とって、ということはあれども、そうじゃないヒ

グマという命ということも、多分考えていかな

きゃいけないというのが、このヒグマの案件だと

思います。 

 次の質問、すぐ行きます。現在の事態を踏まえ

て、今、こうしている間にも発生するかもしれな

い、ヒグマが市街地に侵入してきますだったりだ

とか、緊急銃猟を考えますだとかという場合に備

えて、本市はどのような体制を取って臨んでいく

のか、お伺いします。 

●渡邊環境管理担当部長  ヒグマの市街地侵入

や緊急銃猟に備えた市の体制について、お答えい

たします。 

 現状、主に環境局環境共生担当課、各区の総務

企画課、維持管理課、また総務局広報課などがヒ

グマ出没時の現場対応や、市民への注意喚起等を

担ってございますけれども、とりわけ現場対応に

つきましては、専門的な知識や経験が必要となっ

ております。 

 このたびのように、ヒグマの出没が市内各所に

おきまして、同時多発的に発生した場合は、複数

の現場対応を並行して実施する必要がありまし

て、このため、当面の即応体制を確保することと

し、ヒグマ対策業務の経験者を中心とした応援体

制を整え、現在、対応に当たっているところでご

ざいます。 

 今後につきましては、ヒグマの出没状況や深刻

度などのフェーズに応じて、応援体制を拡充する

など、市民の安全確保のためのヒグマ対策業務を

継続して実施できる体制を構築してまいります。 

●三神英彦委員  どうもありがとうございま

す。 

 市長が記者会見でおっしゃっていたのが、ヒグ

マ案件も災害のときのようにフェーズを分けて、

応援体制を事前に作っていく必要があるというふ

うにお話しされました。 

 いや、さっきの伴委員のプレートの話がすごい

気になって、消防署員の殉職者の、一番最悪を考

えると、このヒグマの被害に遭って、環境共生担

当課の人が亡くなるかもしれませんと。猟友会の

人が亡くなるかもしれませんと。市民が亡くなる

かもしれませんと。それからさらにこの緊急銃猟

が悪いほうに作用した場合は、今度、猟友会の人

が撃った弾で、今度は誰かが亡くなるかもしれま

せんということが、可能性としてはあるわけです

よね。 

 そういったときに、もしそういう事態が起こっ

たときに、多分皆さんは答弁で、二度とこんなこ

とがないようにとおっしゃるわけじゃないです

か。だけど、今、市長が言った、事前にというの

は、今にも発生するかもしれないという話で、事

前にとなったら、今から考えなきゃいけないんだ

と思うんですよ。 
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 二度と起こらないように何々しますという、そ

の何々って何よって話ですよね。それが、だけど

本当だったら、通常の流れだったら、環境共生担

当課が考えるべきなのかもしれないですけれど、

今は忙し過ぎて、環境共生担当課が考える頭がな

いと思います。誰が考えるんでしょう。問題提起

して、終わります。ありがとうございました。 

●松原淳二委員長  ここで、およそ20分間、委

員会を休憩いたします。 

    ―――――――――――――― 

      休 憩 午後３時10分 

      再 開 午後３時30分 

    ―――――――――――――― 

●藤田稔人副委員長  委員会を再開します。 

 休憩前に引き続き、質疑を行います。 

●ふじわら広昭委員  私は３項目質問いたしま

す。 

 １項目めは、有機フッ素化合物ＰＦＡＳについ

て、２項目めは新スリムシティさっぽろ計画の進

捗状況と新発寒清掃工場について、３項目めは、

市有施設のＬＥＤ化の進捗状況についてです。 

 最初は１項目め、有機フッ素化合物ＰＦＡＳに

ついてです。最初の質問は、ＰＦＡＳの公共用水

域における測定についてです。 

 ＰＦＡＳは約１万種類以上の物質があり、その

代表的なものとして、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡありま

す。 

 ＰＦＯＳはこれまで半導体用反射防止剤、金属

メッキ処理剤、泡消火剤などに使用されてきまし

た。ＰＦＯＡはフライパンのフッ素ポリマー加工

剤、界面活性剤などに使用されてきました。 

 これらの化合物の共通している特徴は、難分解

性、生物蓄積性、長距離移動性があり、北極圏で

も存在が確認されております。 

 環境省は2020年に、ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡを引

き続き知見の集積に努める必要がある物質とし

て、要監視項目に追加をし、暫定の指針値とし

て、ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの合算値で、１リット

ル当たり50ナノグラムを設定し、今年の６月に暫

定の指針値に変更しています。 

 この１リットル当たり50ナノグラムというの

は、すごく小さな値で、イメージしにくいわけで

ありますが、小学校のプールの水量約260トンに

耳かき半分程度のものが溶けているというイメー

ジになります。 

 札幌市は2023年に、市内15地点にある環境基準

点、及び一部の環境基準補助点で測定を開始して

おり、これまで指針値を超える値は確認されてお

りませんが、2025年度の測定結果のうち、最も高

い数値となった環境基準補助点の第２伏籠川橋

で、9.0ナノグラム／リットルが検出されていま

す。 

 環境省は今年６月の通知で、従前から、排出源

となり得る施設が立地している地域又は過去に指

針値を超える値でＰＦＯＳ等が検出された地域な

どにおける調査の充実をお願いしているところで

あると記載されております。 

 2009年、2010年に、札幌市衛生研究所が行った

調査では、第２伏籠川橋で44ナノグラム／リット

ル、第２伏籠川橋の上流河川の一つである、丘珠

２号川の丘珠空港周辺において、現在の指針値を

大きく上回る１万8,000ナノグラム／リットルの

ＰＦＯＳが検出されております。 

 また、2024年に某新聞が実施した調査では、丘

珠２号川で、暫定指針値を超える84ナノグラム／

リットルが検出されています。 

 ＰＦＯＳなどは幅広い用途で使用されており、

丘珠２号川のほかにも、市内でもまだ把握できて

いない汚染の可能性も考慮して、対処すべきと考

えます。 

 そこで質問ですが、環境省の通知の趣旨を踏ま

え、市内全域の河川で水質調査を拡充していくべ

きと考えますが、いかがか伺います。 

●渡邊環境管理担当部長  有機フッ素化合物の

公共用水域における測定について、お答えいたし

ます。 

 現在、札幌市の公共用水域におけるＰＦＯＳ等

の測定につきましては、委員ご認識のとおり、市
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内の水域の水質を代表する15か所の環境基準点全

てに加えまして、水量の多い河川にある３か所の

環境基準補助点でも実施をしており、定常的な監

視を行う体制としては適切であると判断してござ

います。 

 引き続き、現在の監視体制を継続し、指針値を

超える値が確認された場合は、原因を特定するた

め、その上流の水質を測定するなど、水質調査を

拡充し、必要な対応を取ってまいります。 

●ふじわら広昭委員  次の質問は、ＰＦＯＳな

どの排出源となり得る施設の対策についてです。 

 ＰＦＯＳなどは自然界に存在するものではな

く、人工的に作られた物質です。国は化審法、化

学物質の審査及び製造等の規制に関する法律で、

ＰＦＯＳを2010年に、ＰＦＯＡは2021年に第一種

特定化学物質に指定しております。 

 指定により、ＰＦＯＳなどは製造、輸入などが

原則禁止され、使用が制限されています。ＰＦＯ

Ｓなどの用途の一つであった泡消火剤について

は、災害時のみ使用する製品の性質上、短期間で

の交換は困難であることから、技術基準などに

従って取り扱えば、今もなお使用が認められ、駐

車場などの泡消火設備で保管されているため、大

気中へ流出する可能性があります。 

 また、泡消火剤以外のＰＦＯＳなどを含む製品

の製造は現在禁止されていますが、既に在庫の形

態で存在している製品が保管されている可能性も

否めません。水質汚濁防止法では、河川などの公

共用水域に大量に排出されることにより、人の健

康、もしくは生活環境に係る被害を生ずるおそれ

がある物質として、ＰＦＯＳなどを指定物質にし

ており、事故などで大気中へ排出された際に、応

急の措置を講ずることが定められています。 

 しかし、事故の未然防止として、あらかじめ排

出源を把握し、代替品への交換などを促進するこ

とも必要と考えます。 

 そこで質問ですが、札幌市は、ＰＦＯＳなどの

排出源となり得る施設について、調査をすべきと

考えますが、いかがか伺います。 

●渡邊環境管理担当部長  ＰＦＯＳ等の排出源

となり得る施設の調査について、お答えいたしま

す。 

 札幌市では、ＰＦＯＳ等含有泡消火薬剤の保管

状況を把握するため、2024年度に立体駐車場やガ

ソリンスタンドなど、泡消火設備を設置している

事業者約230施設に対し、調査を行いまして、そ

の結果、60施設から保有しているとの回答を得た

ところでございます。 

 また併せまして、公共用水域への排出を未然に

防止するため、事業者に対して、消火設備の適正

な管理及び代替品への計画的な移行について、要

請をいたしております。 

 今後は泡消火薬剤以外のＰＦＯＳ等を含む製品

につきましても、排出源となり得る施設を対象と

して、調査を実施してまいりたいと考えてござい

ます。 

●ふじわら広昭委員  次は、自治体の調査や事

業者による、代替品交換などに対する財政支援に

ついてです。 

 繰り返しとなりますが、環境省が出した今年の

通知における運用上の取扱いについて、排出源と

なり得る施設が立地している地域又は過去に指針

値を超える値でＰＦＯＳ等が検出された地域の周

辺における水質測定の充実が求められていること

から、札幌市として、ＰＦＯＳなどの水質調査を

充実させていくべきと思います。 

 一方で、ＰＦＯＳなどの水質調査の費用につい

ては、民間の検査機関で分析した場合、１検体ご

とに６万円から７万円程度かかり、一般的な水質

分析項目と比較して、高額であると把握していま

す。 

 また、ＰＦＯＳなどを含む製品については、そ

のほかの物質による代替品があること、保管に当

たっては、大気中への流出のリスクがあることか

ら、代替品への交換と適切な処分を行っていくべ

きだと思います。 

 例えば、日本消火装置工業会によりますと、一

つの駐車場で泡消火剤を交換するためには、約
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1,000万から5,000万円程度かかるとのことから、

事業者が代替品への交換などを行うには、多額の

負担が生じます。 

 そこで質問ですが、ＰＦＯＳなどの水質調査や

代替製品への交換などの費用支援を国に要望すべ

きと考えますが、いかがか伺います。 

●渡邊環境管理担当部長  水質調査や代替品へ

の交換等に対する財政支援について、お答えいた

します。 

 委員ご指摘のとおり、水質調査や代替品への交

換等にかかる費用の負担は、多大であると認識を

しております。このため、2024年度から、大都市

環境保全主管局長会議におきまして、国に対し

て、公共水域等のモニタリングに対する財政支援

について、要望を行ってきているところでござい

ます。 

 また、代替品への交換等につきましては、現

在、国が切替え時の負担が少なくなるよう、駐車

場等に設置を義務づけております、消火設備の技

術基準の見直し、これを進めておりますことか

ら、この検討状況の動向把握に努めてまいりた

い、このように考えてございます。 

●ふじわら広昭委員  要望を申し上げて、次の

質問に移りたいと思います。 

 国もいろいろと補助支援を充実しようとしてお

りますけれども、やはりこれまでは交付金の中

に、こうした調査費を含めているという国からの

説明であり、交付金の中に、具体的にどのくらい

の額が入っているのかというのは不明確であるわ

けであります。 

 そういう意味では、これからこの調査を全国の

市町村でしっかり行っていくという上では、全国

の政令指定都市などと連携をして、国にこうした

調査費が明確になるよう、しっかり100％補助が

出るように対応していただきたい。私ども議会と

しても、いろんな場を通じて対応していきたいと

思います。 

 次は２項目め、新スリムシティさっぽろ計画の

進捗状況と、新発寒清掃工場についてです。 

 現在進行中の新スリムシティさっぽろ計画は、

2018年度から2027年度までの10か年計画であり、

現在８年目に入っています。 

 同計画では、基準年度、2016年度の家庭ごみ及

び事業ごみの排出量59万1,000トンと比較をし、

2027年度には、ごみの排出量を６万8,000トン、

市民１人１日当たり100グラム以上減量し、52万

3,000トン以下を目指すことになっています。 

 そこで質問ですが、2024年度における市民１人

１日当たりのごみ減量状況、及び家庭ごみと事業

ごみの排出量について伺いたいと思います。 

●中村環境事業部長  新スリムシティさっぽろ

計画の進捗状況に関しまして、市民１人１日当た

りのごみ減量状況と排出量について、お答えをい

たします。 

 昨年度のごみ排出量は、基準年度であります

2016年度の約59万1,000トンから、約４万トン減

の約55万1,000トンでございまして、市民１人１

日当たりのごみ排出量は827グラムから、約60グ

ラム減の767グラムとなっております。 

 内訳といたしましては、家庭ごみが534グラム

から約36グラム減の498グラム、事業ごみが293グ

ラムから約24グラム減の269グラムとなっており

ます。 

●ふじわら広昭委員  今、答弁の中にありまし

たように、市民１人１日当たり、基準年の827グ

ラムに対して約60グラム減の767グラム、達成率

約62％となっております。また、家庭ごみは基準

年の534グラムに対し、約36グラム減の498グラ

ム、事業ごみは基準年の293グラムに対し、約24

グラム減の269グラムとのことでありました。 

 現在の新スリムシティさっぽろ計画では、同計

画の最終年度の2027年度までに、市民１人１日当

たり約100グラム減の730グラムを目標値としてい

ます。 

 2022年の予算特別委員会における環境事業部長

の答弁の中で、新型コロナウイルスの影響などを

分析し、ごみ減量キャンペーンの内容を見直すな

ど、ごみ減量に向けて、より効果的な取組を進め
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ていきたいとのことでありました。 

 そこで質問ですが、2024年度までの７年間の状

況をどのように分析し、評価しているのか伺いま

す。また、最終年までの課題をどのように見直

し、展開をしていくのか、伺いたいと思います。 

●中村環境事業部長  2024年度までの７年間の

分析と評価、それから、最終年までの課題と見直

しについて、お答えをいたします。 

 2018年度以降のごみの排出量は、コロナ禍の影

響によりまして、下げ止まった時期がありました

ものの、この７年間で着実に減少してきておりま

す。 

 特に、家庭から排出される生ごみにつきまして

は、ごみ減量実践事業をはじめとした食品ロス削

減の取組などにより、計画目標値に到達している

状況でございます。 

 しかしながら、市民１人１日当たり100グラム

の減量達成には、さらなる発生抑制が課題でござ

いまして、集団資源回収や拠点回収などの利用促

進を図ってまいりたいと考えております。 

●ふじわら広昭委員  個別の市民１人１日当た

りの減量がもう少し取り組んでいかなければなら

ない課題であるということが、答弁の中であった

と思うわけであります。 

 次の質問は、2022年２月の総務委員会におい

て、環境局より報告案として、現在の発寒清掃工

場の更新に合わせて、さっぽろ連携中枢都市圏の

石狩市と当別町の家庭ごみ及び事業ごみのうち、

燃やせるごみの受入れについて、協議を進めると

のことでありました。 

 石狩市は、2021年度から2030年度までを期間と

した一般廃棄物処理計画を、2021年３月に策定し

ています。同計画内容について、札幌市からの答

弁では、2019年度のごみ排出量１万8,196トンか

ら約6.4％減量し、2030年度には１万7,037トンに

することを目標としていること、家庭ごみは１人

１日当たり2019年度の567グラムから2030年度に

は550グラム、事業ごみは2019年度の排出量4,527

トンを、2030年度には4,000トンを目標としてい

るとのことでありました。 

 そこで質問ですが、石狩市及び当別町の2024年

度のごみ排出量、及び１人１日当たりのごみ量は

どのようになっているのか、伺います。 

●中村環境事業部長  石狩市及び当別町の2024

年度のごみ排出量、及び１人１日当たりのごみ量

につきまして、お答えをさせていただきます。 

 石狩市における昨年、2024年度のごみ排出量は

１万8,302トンとなっておりまして、基準年度で

ある2019年度の１万8,196トンからは106トン増加

をしております。 

 その内訳といたしまして、市民１人１日当たり

の家庭ごみの排出量は、基準年度の567グラムか

ら14グラム減の553グラムとなっております。 

 また、事業ごみ排出量は、基準年度の4,527ト

ンから1,239トン増の5,766トンとなっておりま

す。 

 次に当別町における昨年度のごみ排出量でござ

いますが、4,148トンとなっておりまして、基準

年度であります2019年度の4,615トンからは、467

トン減少しているところでございます。市民１人

１日当たりの家庭ごみ排出量は、基準年度の628

グラムから33グラム減の595グラムとなっており

まして、事業ごみ排出量は、基準年度の951トン

から93トン減の858トンとなっております。 

●ふじわら広昭委員  今の答弁では、当別町で

はごみの減量が家庭ごみ、事業系ごみも、ある程

度減量が進んでいる。また、札幌市においても、

そうしたごみの減量が市民のご協力を得て、進ん

でおりますけれども、石狩市の状況におきまして

は、答弁にもありましたように、全体の排出量と

して106トン増えており、その中でも、いわゆる

事業系のごみが1,239トン増えているということ

であります。 

 これは石狩湾新港の工業団地などの誘致によっ

て、企業が進出していることも十分認識をしてい

るところでありますけれども、今後さらにこうし

た企業にも努力をしていただいて、ごみの減量を

進めていかなければならないと思うわけでありま
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す。 

 次の質問については、石狩市と当別町のこうし

た状況を踏まえて、どう対応していくかというこ

とであります。 

 2022年３月の予算特別委員会で、環境局は、石

狩市及び当別町から、札幌市に燃やせるごみの受

入れに関する相談があって以降、札幌市は両自治

体に十分な減量・リサイクル施策を行うことなど

の条件を提示しているということでありました。 

 石狩市からは、広域処理検討に係る事前資料の

提出があり、ごみ排出抑制や再資源化の施策に取

り組むことが示されているとのことでありまし

た。 

 そこで質問ですが、石狩市及び当別町とは、そ

の後どのような協議を進め、ごみの減量などの施

策の確認をしているのか、伺いたいと思います。 

●中村環境事業部長  石狩市及び当別町との協

議と、減量等の施策の確認について、お答えをい

たします。 

 2022年の予算特別委員会以降、石狩市及び当別

町との協議の場におきまして、ごみ減量に取り組

む必要について働きかけを行い、同年12月に締結

をいたしました、広域処理の協議に関する覚書に

各自治体が減量・資源化に取り組むことを明記し

たところでございます。 

 その後も広域処理に向けた協議の中で、各自治

体の減量施策や、ごみ量に関しまして、適宜確認

を行っているところでございます。 

●ふじわら広昭委員  要望を申し上げて、発寒

の新清掃工場について、質問させていただきま

す。 

 これからもそうした協議をしっかりと定期的に

進めて、ごみの減量や資源化について、協議を進

めていただきたいと思います。 

 次の質問は、（仮称）新発寒清掃工場について

です。環境局は、発寒清掃工場更新に向けた事業

基本計画を、2025年５月に策定しています。 

 同方針では、2034年度の竣工を予定し、新駒岡

清掃工場と同様、高効率発電などにより、ごみを

焼却するとしています。 

 そのために、現在の２炉で１日当たり600トン

を、２炉で１日当たり640トンを焼却する炉を建

設するとしております。現在より１日当たり40ト

ン多い理由は、石狩市及び当別町の燃やせるごみ

を受け入れるためとしております。 

 そこで質問ですが、新発寒清掃工場は稼働後、

何年まで使用する予定なのか伺います。また、将

来、札幌市も石狩市、当別町も人口減少が想定さ

れていますが、新発寒清掃工場は、２市１町の人

口減少に対して、この基本計画の中では、2034年

の人口を想定し、640トンの炉を判断をしたとし

ておりますけども、その辺の内容について、分か

りやすく説明、答弁をしていただきたいと思いま

す。 

●早川施設担当部長  新発寒清掃工場の稼働予

定年数と、処理能力算出における人口の想定年度

の２点について、お答えします。 

 まず、１点目の稼働予定年数ですが、環境省か

ら発出されております、インフラ長寿命化計画で

は、清掃工場の耐用年数は20年から30年とされて

おりますが、新発寒清掃工場では、耐久性の高い

設備の導入やメンテナンスに配慮した建築設計を

することによって、長寿命化を図ることで、30年

以上の稼働を想定しております。 

 ２点目の人口の想定年数ですが、新発寒清掃工

場の稼働が委員からもお話がありましたように、

2034年度の人口を想定しております。処理の能力

につきましては、その時点で、ごみ処理が滞りな

くできるように、札幌市、石狩市、当別町の人口

及び年間のごみ処理量を推計し、環境省より示さ

れております計算式に基づきまして、札幌市の処

理量としまして、１日当たり570トン、石狩市、

当別町分として70トン、全体で640トンと算出し

ております。 

●ふじわら広昭委員  今後の清掃工場の在り方

として、人口減少で札幌市の人口が150万人台に

なったとしても、災害時などにおける対応とし

て、３清掃工場体制は必要と思いますが、焼却炉
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の処理能力及び焼却炉の数については、今後、議

論をする必要があります。 

 また、焼却するだけではなく、バイオマスなど

の活用も検討する必要があります。 

 そこで質問ですが、新発寒清掃工場に石狩市及

び当別町の燃やせるごみを全て搬入するのではな

く、白石清掃工場にも一部搬入することや、札幌

市内で発寒清掃工場に搬入しているごみの一部

を、新駒岡清掃工場に振り向けることなども検討

し、新発寒清掃工場の焼却炉を現在と同じ600ト

ンにすべきと思いますが、どのように考えている

のか伺いたいと思います。 

●早川施設担当部長  市内のほかの清掃工場へ

の振り分けによる処理能力の削減について、お答

えします。 

 新発寒清掃工場の処理能力、先ほど申しました

640トンにつきましては、札幌市全体に石狩市、

当別町の合わせたごみ処理量推計値から、白石清

掃工場、駒岡清掃工場の処理分を差し引いた処理

量を基に算出しておりますので、３清掃工場全体

で処理する能力として考えております。 

●ふじわら広昭委員  幾つか問題点を指摘をし

て、次の質問に移りたいと思うんですけれども、

やはり一つには３清掃工場の稼働率をもっと高め

ることが可能だというふうに思います。 

 そしてまた、以前の質問の際に、当時の環境事

業部長は、１万人人口が減ったら、どれだけ札幌

市のごみの減量になるのかという質問に対して、

約0.27万トン減少するというふうに、以前の委員

会で答弁をしているわけであります。 

 確かに、環境省の計算式も必要でありましょう

けども、多分それはいわゆる大きな炉が必要だと

いうふうになるような方程式になっているのでは

ないかと推測をするわけであります。 

 例えば、そちらの基本計画の、今年５月に策定

した基本計画を見ますと、いわゆる令和でいきま

すと、16年ですね。この人口は札幌市と石狩市と

当別町を合わせて、約198万人という数字を示し

ております。これは国立社会保障・人口問題研究

所などが出しております、将来の推計人口、これ

を見ますと、この研究所では、2035年、令和17年

に札幌市の人口は191万6,129人というふうになっ

ております。それから石狩市は５万375人、当別

町は１万2,407人というふうになっているわけで

あります。 

 こうした統計から見ていく、さらには、実際の

住民基本台帳を調べてみますと、札幌市の人口の

ピークは令和３年、この年が札幌市のピークであ

りまして、196万1,575人というふうに記されてお

ります。これは毎年１月１日現在で、住民基本台

帳を公表することになっておりますので、こうし

た数字になっています。 

 先ほど申し上げたように、基本計画の中では、

令和16年には、三つの自治体の人口は約198万

人、そして今、私が申し上げたように、令和３年

の札幌市の人口はピーク、その後下がってきてい

るわけでありますけども、196万1,575人というこ

とであります。 

 僅か２万人ぐらいの人口の差があるわけであり

ますけれども、やはり先ほども申し上げたよう

に、ごみの減量や三つの清掃工場の中で、こうし

た石狩市や当別町から来るごみを振り分けていけ

ば、あえて40トン増の新しい炉を、清掃工場を私

は作らなくても済むのではないかなというふうに

考えております。 

 こうしたことについては、また今後議論を深め

ていきたいと思いますけれども、やはり今日は後

ろに財政部長もいらっしゃいますけれども、やは

りこの基本計画、人口からやはりごみの量という

のを算出していくわけでありますので、やはり２

万人しか違わない中で、この40トンも増やさな

きゃならないのか。２万人ぐらいの、やはり市民

から出てくるごみの十分な減量や、そしてまた札

幌市の三つの清掃工場で分割をしていけば、十分

対応できることだと思いますので、ぜひとも企画

調整会議などで再度議論をして、計画の数値の在

り方について、しっかりと見直しを図るべきだと

いうことを求めておきたいというふうに思いま
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す。 

 次は３項目め、市有施設の照明ＬＥＤ化につい

てです。最初の質問は、2025年度における具体的

な調査内容についてです。 

 日本では、これまでの国連気候変動枠組条約に

基づき、1998年、平成10年に、地球温暖化対策推

進法が施行され、国、地方自治体、企業などの責

任と取組が示されています。 

 札幌市は同法律に基づき、2021年３月に、札幌

市気候変動対策行動計画を策定し、2030年の目標

と達成に向けた市役所編、そして市民・事業者編

が示されています。 

 私は2022年の決算特別委員会、及び2024年、

2025年の予算特別委員会で、財政局及び環境局に

対し、特に市有施設の照明ＬＥＤ化100％達成に

向けた、札幌市の取組に対する質問と提言を行っ

てまいりました。 

 具体的には、一つには同計画の市役所編に基づ

く、札幌市役所全体で排出する温室効果ガス排出

対策、二つ目には省エネルギー対策、三つ目には

照明器具のＬＥＤ化の進捗状況と市有施設数、四

つ目にはＬＥＤ化工事に伴う技術者の確保とＬＥ

Ｄ電球の調達と課題について、五つ目は同工事の

手法などについて取り上げてきたところでありま

す。 

 この間の質疑の中で特に問題になったのは、Ｌ

ＥＤ化の進捗率でありました。2022年の決算特別

委員会で進捗率の質問に対し、推計で50％程度と

の答弁がありました。 

 私も事前に独自に試算した結果、50％に達して

いない可能性が高い数値が出てきましたので、再

調査を求め、2024年の予算特別委員会の質問に対

し、札幌市立の小中学校、高等学校などの学校施

設と市営住宅を除く進捗率は42％と、以前より大

きく下回った結果が明らかになったわけでありま

す。 

 正確な進捗率の把握は、今後の実施計画を策定

する上でも、重要な項目であることを指摘しまし

た。今年の予算特別委員会の質問に対し、ＬＥＤ

化の進捗状況について、改めて詳細な調査を行う

という答弁がありました。 

 そこで質問ですが、今回具体的にどのような調

査を行ったのか伺いたいと思います。 

●吉田環境都市推進部長  ＬＥＤ化の進捗状況

の調査内容について、お答えいたします。 

 各施設の状況を詳細に把握するため、既にＬＥ

Ｄ化の見通しが整理されております学校と市営住

宅を除く市有施設を対象といたしまして、改めて

詳細な調査を実施いたしました。 

 具体的には、施設を所管する各局に対しまし

て、各部屋に設置されている照明の種類と台数、

使用時間、交換作業を行う際の施工条件などにつ

きまして、調査票を作成し、回答を求めました。 

 報告を受けた情報を精査した上で、全市有施設

の照明の種類や使用状況などを一元的に分析でき

るデータベースとして、取りまとめを行いまし

た。 

●ふじわら広昭委員  次の質問は、前回の調査

方法と異なる点と、今回の調査結果についてで

す。 

 私は2024年の予算特別委員会において、前回調

査と２回目の調査内容の質問をし、答弁は前回の

対象に加え、人が常駐していない施設なども含め

て集計をし、今回実施した調査をベースに管理し

ていくとのことでありました。 

 そこで質問ですが、2024年度にも調査結果の報

告を受けましたが、今回と前回の調査方法と異な

る点があるのか。併せてその結果、どのような状

況になっているのか伺いたいと思います。 

●吉田環境都市推進部長  前回の調査方法と異

なる点、今回の調査結果について、お答えいたし

ます。 

 前回の調査方法と異なる点といたしましては、

対象とする施設について、前回は小規模な施設を

除いておりましたが、今回は全ての施設に拡大し

ております。 

 また、ＬＥＤ化の進捗率について、前回は主要

な部屋のＬＥＤ化状況に基づき算出しておりまし
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たが、今回は施設に設置されている全ての照明の

種類と台数を把握いたしまして、算出したところ

でございます。 

 このように調査した結果、現時点で1,810施設

に照明が約43万台設置しており、そのうち約22万

台がＬＥＤ化済みでありまして、照明台数ベース

でのＬＥＤ化の進捗率は約51％という状況を把握

したところでございます。 

●ふじわら広昭委員  今、具体的な数字が出て

まいりました。今までの調査よりもはっきりとし

た台数などが明確になってきたわけであります。 

 次の質問は、今後の各局との調整についてで

す。先ほどの答弁で、今回の調査により、市有施

設全体で約43万台の照明器具があり、そのうちの

51％が既にＬＥＤ化されているということは、残

り約21万台ということであります。 

 そこで質問ですが、残り約21万台の照明機器

を、あと５年で全てＬＥＤ化していくために、今

後、各局とどのような調整を行っていくのか伺い

たいと思います。 

●吉田環境都市推進部長  各局との調整内容に

ついて、お答えいたします。 

 調査を実施した段階におきましては、各部屋に

おける照明の交換作業の実施時期や、時間帯など

の施工条件について、現時点での施設側の意向を

確認しております。 

 これらの情報を反映させまして、事業実施計画

を取りまとめていくこととなりますが、各局には

交換作業の実施方法やスケジュールの見通しなど

も示しながら、計画策定の調整を進めていく考え

でございます。 

●ふじわら広昭委員  最後の質問でありますけ

れども、ＬＥＤ化100％達成に向けた今後の検討

についてです。 

 先ほどの答弁では、一層各局と連携を強化を

し、取り組むとの趣旨の答弁でありました。 

 ここで問題なのは、ＬＥＤ化100％達成に向

け、工事にどのような手法を取り入れ、その財源

確保についてであり、一つの課題になると思いま

す。 

 私はこの間、この問題を取り上げてまいりまし

たけれども、例えば具体的な手法として、まず公

共工事で設置することがありますし、二つ目に

は、初期投資を分割して支払うリース方式もあり

ます。さらに初期投資を、電気代の削減分で賄う

ＥＳＣＯ事業などがあると思います。 

 ＬＥＤ化の費用対効果は、この間、教育委員会

でも取り上げて、小中学校のデータを見ますと、

学校の規模にもよりますけれども、ＬＥＤ化前と

後では、少なくとも１年間で約80万円から、多い

ところでは約112万円、電気料金が削減できてい

るわけであります。 

 そこで質問ですが、市有施設のＬＥＤ化100％

達成に向け、今後どのように検討していくのか伺

いたいと思います。 

●吉田環境都市推進部長  ＬＥＤ化100％達成

に向けた今後の検討について、お答えいたしま

す。 

 今年度実施しております調査検討業務におきま

して、短期間で大規模なＬＥＤ化事業を行った事

例というものを調査し、自治体や施工事業者に具

体的な実施内容や課題などについて、ヒアリング

しております。 

 これらの先行事例では、従来の公共工事による

実施に加えまして、ＰＰＰやＥＳＣＯ事業など、

迅速かつ効率的に実施可能な手法を導入している

ケースが多いことから、本市におきましても、こ

れらを参考にしながら、実施手法の検討を進めて

まいります。 

 経済性に加えまして、実施時期、施工の担い手

確保の視点も考慮いたしまして、最も効果的な実

施手法を吟味した上で、事業実施計画として取り

まとめ、次年度以降、着実に実施してまいりたい

と考えております。 

●ふじわら広昭委員  要望を申し上げて、質問

を終わりたいと思います。 

 要望の１点目は、ＬＥＤ化100％達成に向けた

工事手法などは、各施設の状況に最適な手法を導
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入することを求めておきます。 

 二つ目は、各局別のＬＥＤ化率の中で、特に市

立病院は照明台数が１万4,217台中、ＬＥＤ化台

数は187台、率として１％と、極めて低い状況に

あります。 

 これは特に入院病棟の工事は、多くの課題を解

決する必要がありますので、やはり特に市立札幌

病院に対する手厚い支援を求めておきたいと思い

ます。 

 最後、三つ目は、ＬＥＤ化事業はこれから大き

な山場を迎える大変な事業ですが、2026年の予算

特別委員会で、具体的な手法などについて、質疑

をしたいと考えております。 

 議会としても応援をしていきますので、2030年

までに達成できる実行計画を期待し、質問を終わ

ります。 

●森山由美子委員  私からは、クーリングシェ

ルターについて、札幌市のヒグマ対策についての

２項目、質問をいたします。 

 まずは、クーリングシェルターの指定状況や周

知について、質問をいたします。 

 国連の専門機関である世界気象機関、ＷＭＯ

は、昨年、2024年の世界平均気温が産業革命前の

水準と比べて、1.55度超えたと発表いたしまし

た。気候変動対策の国際ルールであるパリ協定

で、気温上昇を抑える目標とされている1.5度の

水準を単年度とはいえ、初めて超えた状況です。 

 今年の夏も、全国的には昨年以上の猛暑とな

り、札幌市においても、真夏日の日数が観測史上

最多の35日間であったり、７月25日に35.7度を記

録するなど、昨年と比べても高い気温が続いてお

りました。 

 本州と比べて、札幌市の家庭へのエアコンの普

及率はまだまだ低い中、熱中症を防ぐための有効

な対応策の一つとして、市民が夏の暑さを避ける

ために利用可能な施設である、クーリングシェル

ターの活用の重要性は高いと感じております。 

 このクーリングシェルターは、気候変動適応法

の改正により、令和６年度春から始まった制度で

あり、全国的にも普及が進んでいるものでありま

す。 

 令和６年度決算特別委員会において、我が会派

から、クーリングシェルターの指定状況について

質問をし、民間施設と市有施設を合わせて100施

設の指定を行い、これに合わせて周知を行うとの

答弁があったところであり、我が会派からは、

クーリングシェルター指定拡大を進めていただく

とともに、その周知や利用の呼びかけなどについ

て、大々的に行っていただきたいと要望をしてい

たところでありました。 

 そこでまず初めに、クーリングシェルターの現

在の指定状況と、どのような周知を行っているの

かについて、お伺いいたします。 

●吉田環境都市推進部長  クーリングシェル

ターの指定状況や周知について、お答えいたしま

す。 

 指定施設数につきましては、昨年度100施設で

あったところ、今年度はクーリングシェルターの

指定にご協力いただける民間施設をホームページ

などで広く募集した結果、公共施設の追加分と合

わせまして、令和７年９月末現在で、合計198施

設を指定したところでございます。 

 次に、市民への周知につきましては、昨年度も

実施したホームページへの掲載や、報道機関への

プレスリリースを通じた広報などを行いました。 

 また今年度は、独立行政法人環境再生保全機構

の支援制度の活用によりまして、さっぽろ市民の

熱中症対策ハンドブックを作成いたしました。こ

のハンドブックにつきましては、介護予防セン

ターや民生委員などを通じて、高齢者を中心に配

布することで、クーリングシェルターの利用方法

や、熱中症にならないための方策について周知を

行ったところでございます。 

●森山由美子委員  民間企業などのご協力によ

り、昨年の倍に当たる市内198施設を指定したこ

と、ハンドブックを通じて、高齢者に向けたクー

リングシェルターの周知を、環境局の皆さんが頑

張ってくださいまして、周知を行ったということ



 

- 77 - 

を評価をいたしたいと思います。 

 一方で、現在のクーリングシェルターの運用期

間は、７月１日から９月30日までとなっておりま

すが、今年は６月中旬から30度を超える暑い日も

あり、クーリングシェルターをもっと早い時期か

ら開設できないのかとの声も、私のところに届い

ておりました。 

 来年の暑さがどうなるかは分かりませんが、今

後も札幌市において、このような高い気温が続く

可能性が見込まれる中、クーリングシェルターの

運用期間もそれに合わせて見直す必要があると考

えます。 

 そこで質問ですが、クーリングシェルターの運

用期間を前倒しして、６月から開設することはで

きないか、市の考えについて伺います。 

●吉田環境都市推進部長  クーリングシェル

ターの運用期間の前倒しについて、お答えいたし

ます。 

 本市といたしましても、近年の夏の暑さが早

まってきている状況を受け、運用期間の見直しが

必要であると認識しているところでございます。 

 現在、全施設を対象といたしましたアンケート

を行っているところであり、運用期間の開始時期

を早めることができないかについても、調査して

いるところでございます。 

 アンケートの回答結果を参考にしながら、来年

度の運用期間を含め、より効果的なクーリング

シェルターの在り方を検討してまいりたいと考え

ております。 

●森山由美子委員  昨年も申し上げております

が、地球温暖化の進行により、熱中症のリスクは

年々高まっていると体感をしております。特に高

齢者の方は、体温の調節機能の低下や、汗をかく

機能も低下し、必ずしも暑さに敏感ではなく、気

づかずに重症化をする危険性があり、命に関わっ

てきます。 

 今年、クーリングシェルターとしてご協力いた

だいた各施設の意見を聞きながら、ぜひ運用期間

の前倒しについて、積極的に検討いただきたいと

思います。 

 以上のことを要望しまして、次の質問に移りま

す。 

 次に、札幌市のヒグマ対策について、質問をい

たします。 

 まず、西区の平和丘陵公園におけるヒグマによ

る人身事故については、被害に遭われた方に対し

て心からお見舞いを申し上げます。 

 また、西区の住宅街にある公園内で、このよう

な事故が発生したことについては、非常にショッ

キングであり、このような重大な案件に対して、

現場対応に当たられた市の職員や猟友会のハン

ターの皆様、毎日のパトロールに従事してくださ

います、北海道警察の皆様におかれましては、連

日寝る暇もなく、対応をされているとのことで、

改めて感謝を申し上げます。 

 本日午前、西野地区に出没をしたクマが、市の

設置した箱わなで捕獲され駆除されたとの速報を

耳にいたしましたが、まだ違う複数の個体が出没

を繰り返しており、予断を許さない状況でござい

ます。 

 人身事故を受けて、北海道庁から西区一円を対

象として、札幌市では、初のヒグマ警報が発出さ

れましたが、警報発出後も区内各所でヒグマの出

没が見られているばかりか、南区や手稲区、中央

区においても、出没が相次いでおり、なお一層、

今後も警戒が必要です。 

 先日開催された札幌市ヒグマ対策委員会におい

ても、お話があったということで、この秋のヒグ

マの出没は異常な多さだとのことです。札幌市内

のヒグマ出没や市役所の出没対応について、毎日

のニュースや新聞紙面において、目にしない日は

ない状況であり、今年度の出没件数、昨年の倍以

上、現時点で既に200件を超える勢いでございま

す。 

 出没多発の背景には、どんぐりなど、秋の実な

り不足が挙げられてはいるものの、そもそもこれ

だけ多くの地域で一斉にヒグマが出没している現

状を考えると、さきの代表質問で、我が会派の熊



 

- 78 - 

谷議員から指摘をさせていただいたとおり、札幌

市に生息するヒグマの個体数増加や、生息域の拡

大というのが根本の原因かと思っております。 

 市からはさっぽろヒグマ基本計画2023におい

て、定めた現状のゾーニング管理の下で、ヒグマ

を市街地に寄せつけないための対策をしっかり行

うことが重要との回答をいただきました。ゾーニ

ング管理は、人の生活圏とヒグマの生息域を区分

し、侵入を抑制する上で重要な考え方であると認

識をしておりますが、ヒグマの個体数増加や生息

域拡大が抜本的な背景にある現状においては、

ゾーニング管理の効果を最大限に引き出すために

も、個体数管理の視点を取り入れることが不可欠

であると考えます。 

 そこで質問ですが、人とヒグマのすみ分けを今

後進めていくために、現計画のゾーニング管理を

見直し、個体数管理を積極的に取り入れることに

ついて、市としてどのようにお考えか、伺いま

す。 

●渡邊環境管理担当部長  ゾーニング管理を見

直し、個体数管理を積極的に取り入れることにつ

きまして、お答えをいたします。 

 ９月以降、ヒグマが市内各所で同時多発的に出

没しており、市街地に極めて近接した場所での事

案が大半を占める中、現に市民の生活圏への侵入

も発生しており、市民生活に多大な影響を及ぼし

ている状況にございます。 

 まずは市街地周辺で出没が多発した地域を中心

に、電気柵設置などの侵入抑制策を進めるととも

に、箱わななどによる捕獲を強化するなど、実行

できる対策に取り組んでいるところでございま

す。 

 委員ご指摘のゾーニング管理の見直しや、個体

数管理を積極的に取り入れることにつきまして

は、さらに踏み込んだ検討が必要であると認識し

ておりまして、今後、有識者からご意見を伺うと

ともに、現在、本市で実施しております、生息状

況調査の結果も踏まえまして、具体的な検討を進

めてまいりたいと考えております。 

●森山由美子委員  現計画のゾーニング管理を

見直し、個体数管理を積極的に取り入れることに

ついては、今後、有識者の意見を伺いながら、検

討していくとのことですので、こちらについては

速やかに進めていただきたいと思います。 

 一方で、個体数増加や生息域拡大の問題につい

ては、札幌市だけの問題ではありません。これま

でも札幌市内に出没していたヒグマが、近隣市町

村に出没する事例、またはその逆で、近隣市町村

から札幌市に流入する事例も確認されているわけ

ですが、個体数増加が考えられる現状において

は、今後そういった事例も増えていくことが予想

をされます。 

 このため、近隣市町村と連携した出没対応につ

いても想定をし、準備をしておく必要があるもの

と考えているところです。 

 そこで質問ですが、近隣市町村との連携強化に

ついて、どのように取り組んでいくのか、伺いま

す。 

●渡邊環境管理担当部長  近隣市町村との連携

強化について、お答えをいたします。 

 従前より、近隣市町村との連携を目的としまし

た、さっぽろ連携中枢都市圏鳥獣対策等に関する

取組の推進に係る会議におきまして、ヒグマ対策

に関する情報共有と意見交換を、毎年継続して実

施をしているところでございます。 

 また、昨年11月には、環境省主催の下、北広島

市と合同で、市境付近でのヒグマ出没を想定した

実地訓練を清田区里塚霊園周辺で実施しており、

出没対応時の情報伝達や連携について、確認した

ところでございます。 

 今後も、さっぽろ連携中枢都市圏の会議の開催

や、近隣市町村との合同訓練等を重ねることによ

りまして、連携強化を図ることで、実効性の高い

ヒグマ対策につなげてまいりたい、このように考

えてございます。 

●森山由美子委員  この秋の出没状況を考慮す

ると、市をまたぐ出没案件がいつ、どこで起こっ

てもおかしくありません。現在も市内各所で出没
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が相次いでおり、日々の出没対応に大変ご苦労さ

れていることとは思いますが、こちらについても

可能な限り、急いでご対応いただきたいと思いま

す。 

 また昨日、西区にヒグマ警報が出されているこ

とから、環境共生担当課のご協力も忙しい中でし

たがお願いをし、我が党の国会議員と私も平和丘

陵公園へ赴き、現地の調査及びその後は不安な

日々を送られている近隣住民のお話も伺わせてい

ただきました。 

 現場は規制線が張られ、パトカーが巡回、親子

で登校する姿も多く、異様な緊張感を感じまし

た。昨日は西野四条の北１条・宮の沢通にも出没

が目撃され、近隣の小中学校も臨時休校となりま

した。 

 西区は、そのほか山伝いにある公園・緑地など

が閉鎖されている状況で、いつまた人身事故が起

こってもおかしくありません。近隣区市町村にも

その可能性が十分にあることから、本日、我が会

派としても、秋元市長に、市民の命と暮らしを守

るヒグマ対策強化のための緊急要望を提出させて

いただいたところです。 

 環境共生担当課は、道警、猟友会との連携もし

ておりますが、昼夜問わずの危険を顧みずの現場

急行、迅速な報道対応、市民への周知、連日の対

策会議等、様々な対応が求められます。このよう

な災害級ともいえる事態の際、市民の命を守ると

いう観点からも、環境局だけがヒグマ対策をする

というレベルではなく、チーム札幌市として、危

機管理局、教育委員会、小さいお子さんがいる地

域ということからも子ども未来局、また広報は総

務局、福祉施設も絡む保健福祉局等、全庁挙げて

の部局横断的な連携で、心してヒグマへの危機管

理に臨むべきです。 

 また、国への要望も、我が会派としても重要と

捉え、取り組んでいきますが、札幌市としての財

政支援や必要な法改正を強く求める要望も重要で

す。 

 そして、本市としても、市民の命を守るという

観点からも、必要な予算措置を積極的に講じるこ

とも重要です。併せて待ったなしで、現在休日返

上で奔走している環境共生担当課の緊急的な人

的、また財政なども含めた体制強化、さらには、

要望書でも申し上げました、今後の持続可能な市

としてのヒグマ危機管理の体制の部局横断的な組

織体の設置や、対応強化について、検討いただき

たいということを強く申し上げまして、私の質問

を終わります。 

●福田浩太郎委員  私からは、製品プラスチッ

クのリサイクルについて、簡潔に質問をさせてい

ただきます。 

 札幌市では、現在、プラスチックに係る資源循

環の促進等に関する法律、いわゆるプラ新法であ

りますけれども、これの法律に基づきまして、各

自治体に求められている製品プラスチックのリサ

イクルについて、検討しているところでございま

す。 

 先ほどは、運搬収集について、質疑がございま

した。私からは、リサイクル手法に関しまして、

質疑をさせていただきます。 

 検討の一環として、リサイクルに向けた事業手

法を検討するため、今年初めに、民間企業から広

く提案を募集する、サウンディング型市場調査を

行っており、今年、１定の予算特別委員会でも、

複数の事業者から多様な提案が出ているとの答弁

をいただいており、その結果について、大変注目

をしているところでございます。 

 そこで、一つ目の質問でございます。市が行っ

たサウンディング調査の結果と、その結果に対し

どのように考えているのか、お尋ねをいたしま

す。 

●中村環境事業部長  製品プラスチックのリサ

イクルに係ります、サウンディング調査の結果

と、その結果に対する認識について、お答えをさ

せていただきます。 

 サウンディング型市場調査では、参加した４グ

ループから、既存の中沼プラスチック選別セン

ターの改修や、市内での選別から再商品化までを
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行う施設の新設、あるいは市外の既存施設での受

入れなど、市民から排出されますプラスチック全

量のリサイクルを行う、様々なご提案が寄せられ

たところでございます。 

 現在、参加されましたグループと継続的に意見

交換を行いながら、提案内容における課題を整理

しているところでございまして、リサイクル手法

の様々な可能性を把握することができたものと考

えております。 

●福田浩太郎委員  ありがとうございます。 

 ４グループからの提案があったということで、

一つには、中沼の中間処理施設の改修であった

り、また二つ目として、市内に新たに中間、再商

品化施設の建設をするというような提案、また三

つ目として、市外にある既存施設での処理という

ような、大きく３通りのパターンが示され、この

たびのサウンディング調査により、様々なリサイ

クルの可能性を把握することができ、現在も提案

事業者との対話を継続し、検討を進めているとい

うことでございました。 

 調査結果を基に、さらに検討を進め、導入スケ

ジュールを含めた方向性を早期に示していただけ

ればというふうに思っております。 

 私どもの会派といたしましては、製品プラス

チックのリサイクルを行うに当たっては、ただ単

に増加する量を処理できればよいというのではな

く、高度なリサイクルの実現や、環境負荷の低減

など、幅広い観点から最適な処理方法をご検討い

ただきたいというふうに考えてございます。 

 今回のプラスチック資源循環促進法の制定によ

り、リサイクルルートは２通りとなりました。 

 一つ目は、国で唯一指定を受けた、日本容器包

装リサイクル協会にリサイクルを委託するこれま

での32条ルートと言われる方法に加えて、新たな

ルートとして、特定のリサイクル事業者と再商品

化計画を作成し、国の認定を受けて、リサイクル

を行う33条ルートと言われる方法を採用できるよ

うになりました。 

 特に後者については、これまでのやり方では自

治体として指定ができなかったマテリアルやケミ

カルといったリサイクル手法についても、自治体

が関与をして決められるようになったなど、メ

リットも多いのではないかと考えるところでござ

います。 

 そこで、２点目の質問ですが、仮に製品プラス

チックのリサイクルを行うとした際に、32条ルー

ト、これまでの容器包装リサイクル協会を活用し

たルートと、33条ルート、札幌市が新たに計画を

つくり、認定を受ける、この33条ルートのどちら

のリサイクルルートで行うかも含め、検討を進め

るものと考えますけれども、現時点で、それぞれ

のリサイクルルートのメリット、デメリットにつ

いて、どのように認識をしているのか、お尋ねを

いたします。 

●中村環境事業部長  32条ルートを指定法人

ルートと言われますけれども、そちらと、33条

ルート、こちらは大臣認定ルートと言いますけれ

ども、この二つのルートのメリット、デメリット

につきまして、お答えをさせていただきます。 

 一般的に特定のリサイクル事業者との再商品化

計画に基づいて処理を行います、33条ルートと呼

ばれます、大臣認定ルートにつきましては、リサ

イクル手法を自治体が自ら決めることができます

ため、事業者との調整によりまして、リサイクル

工程の省力化や、コストの低減を図ることができ

るというメリットがございます。 

 一方、特定の事業者に頼った処理となりますこ

とから、事故や火災、事業撤退等による急な操業

停止に陥った場合に、代替がきかないというデメ

リットもございます。 

 他方、法に基づく指定法人に処理を委託する、

32条ルートと呼ばれます、指定法人ルートにつき

ましては、指定法人が入札によって、全国のリサ

イクル事業者の中からリサイクル先を決めるた

め、安定的なリサイクルが可能となるメリットが

ございます。 

 一方、受入れのために、自治体側で圧縮梱包の

ための設備を用意する必要があるなど、大臣認定
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ルートと比較し、運用面における財政負担という

ことも想定されております。 

 以上のようなリサイクルルートごとの特徴も含

めまして、様々な観点から、製品プラスチックの

リサイクルについて、検討を進めてまいりたいと

考えております。 

●福田浩太郎委員  ありがとうございます。 

 ご答弁としましては、新しい33条ルートは、省

力化、また高度のリサイクルにより、プラスチッ

ク原料として販売できるということも考えられま

す。コストの低減の可能性があるということでご

ざいましたが、その一方で、事故などでストップ

した場合、代替の処理が難しく、大量のプラス

チックごみが滞る懸念があるということでござい

ました。 

 32条ルートは、今やっておりますけども、収集

して不純物を取り除いたプラごみ圧縮物を、入札

で引受先を決めてもらえるのであり、滞ることは

ないというふうに思いますけれども、圧縮施設の

建設など、札幌市の負担が大きくなる可能性があ

るというようなことでございました。 

 様々な観点から、最善の手法を検討するという

ことを確認をさせていただきました。 

 最後、まとめますけれども、まずは燃焼による

サーマルリサイクルは考えられないということを

まず、指摘をさせていただきたいと思います。 

 また、年３万5,000トンものプラごみが出てく

るであろう大都市札幌では、安定的に処理をする

ということが、大前提でございますけれども、高

度なリサイクルの実現や、環境負荷の低減なども

併せて求められるというふうに考えてございま

す。 

 サウンディングでもありました、市外にプラご

みを運搬するということ、これは様々に負担がか

かるのではないかという懸念もございます。 

 加えて、出口についても考慮する必要がござい

ます。これまでの32条ルートでは、製鉄に使う

コークスとして活用をされることが多く、鉄の需

要と生産に大きく左右されることも考慮しなくて

はなりません。またコークス利用はゼロカーボン

に反することでもございます。 

 このように検討すべきことは数多くありますけ

れども、他都市の事例調査、そして民間事業者と

の協力により、札幌市にとって最善の手法は何か

を、スピード感を持って導き出していただくこと

を求めて、質問を終わります。 

●藤田稔人副委員長  以上で、第１項 環境計

画費等の質疑を終了いたします。 

 最後に、第６款 土木費 第６項 公園緑化費

中環境局関係分及び令和６年度札幌市駐車場会計

歳入歳出決算について、一括して質疑を行いま

す。 

●松井隆文委員  私からは、円山動物園の運営

について、質問をさせていただきます。 

 １点目は、安定的な収入確保に向けた戦略と取

組についてでございます。 

 円山動物園は動物福祉を最優先するという理念

を掲げておりまして、円山動物園ビジョン2050で

も、明確な入園者数の目標というものは設定して

おりません。 

 ただ、私は動物福祉の充実や環境教育などの取

組というものと、来園者の増加による収支の改善

というものは、両立できるものではないかという

ふうに考えております。 

 収支改善という面では、入園料の見直しという

のも一つの方法かと思います。前回の料金改定は

令和２年ですから、既に５年以上が経過しており

ます。物価上昇の影響もありますし、高齢者割引

の見直しや年間パスポートの価格改定なども検討

していい時期に来ているように思うところであり

ます。 

 ただ、まずは教育施設としての役割も踏まえま

して、来園者数を増やす工夫が必要ではないかと

いうふうに考えるところであります。 

 そこでお伺いしますが、円山動物園では、集客

を増やすために、どのような取組を進めているの

でしょうか。 

●白水円山動物園長  円山動物園で進めている
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集客増の取組について、お答えさせていただきま

す。 

 これまでもＳＮＳやホームページ等での積極的

な情報発信や、動物福祉の向上を目的とした施設

の改修などを行ってきており、円山動物園の魅力

を高めることで、来園の動機につなげているとこ

ろであります。 

 現在行っております園内アンケートでは、円山

動物園にまた来たいと答えた方、ほかの方に薦め

たいと答えた方の割合が、いずれも97％と高い割

合になっております。 

 今後、来春の導入を目指すオンラインチケット

やデジタルマップなどにより、来園者の利便性や

観覧環境の向上を図るとともに、ＳＮＳを通じた

動画の配信などにより、魅力発信をしていくこと

で、より多くの方にご来園いただけるように努め

てまいりたいと思っております。 

●松井隆文委員  ただいま答弁ありましたよう

な取組をされているということですけれども、現

在、コロナ禍前の水準まで、来園者数が戻ってい

ないという状況だというふうにも聞いておりま

す。 

 魅力発信ですとか利便性向上というのも、もち

ろん大切ですけれども、もう一段踏み込んだ集客

策というものを期待するところであります。 

 例えば、高校生の修学旅行など、いわゆる教育

旅行と言われるものの受入れを拡大することは有

効なのではないでしょうか。 

 最近の教育旅行では、ＳＤＧｓなどを学ぶプロ

グラムというものも増えておりますし、円山動物

園の取組をＰＲする絶好のチャンスではないかな

というふうに思います。 

 動物園では、環境に配慮した先進的な取組を

行っておりますので、そうした内容を学べるプロ

グラムを用意しますと、教育旅行の受入先として

も魅力が高まるのではないかなというふうに思う

ところであります。 

 そこで伺いますが、高校生の教育旅行の受入れ

について、どのようにお考えでしょうか。 

●白水円山動物園長  高校生の教育旅行の受入

れについて、お答えします。 

 札幌市教育旅行サイトというものがございまし

て、こちらに円山動物園をモデルコースの一つと

して掲載させていただき、教育旅行の誘致に取り

組んでおります。 

 これまで動物の解説看板の掲示、動物園職員や

ボランティアによる園内講座、あとは環境イベン

トなどの開催により、学びやすい環境の創出に努

め、種の保存活動などを学ぶ場を提供していると

ころでございます。 

 一方で、委員ご指摘のとおり、さらに高校生等

の教育旅行で活用していただく機会はあるものと

認識しており、ホームページで団体向けメニュー

の活用事例の紹介のほか、地球環境問題や生物多

様性の保全など、ＳＤＧｓに関する教育メニュー

の開発についても、検討してまいりたいと考えて

おります。 

●松井隆文委員  今、ご提案しましたような教

育旅行というものですけど、これは単に来園者を

増やすというだけでなくて、環境教育というもの

を広げるいい機会にもなりますので、ぜひ積極的

に取り組んでいただきたいというふうに思いま

す。 

 また、円山動物園は寒冷地の屋外施設ですの

で、冬季というのはどうしても来園者数が減って

しまうという傾向にございます。 

 一方で、札幌市内では、冬に強い観光施設とい

うものも多くあると。例えば、テレビ塔とか、時

計台、大倉山のジャンプ台とか、藻岩山、そう

いったところがありますので、こういった施設と

も連携して、冬季の集客を増やす取組もぜひ検討

していただきたいと、この点を要望して、次の質

問に移りたいと思います。 

 ３点目は、食堂の撤退後の飲食提供の維持・確

保について、お伺いしたいと思います。 

 円山動物園内で、64年間にわたりまして、円山

動物園の飲食を提供してきました、ファミリー

ショップもりやまというところが、10月19日を
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もって、営業を終了するということになりまし

た。 

 これは来園者にとって大きな変化であります

し、食事ができる場所が減るというのは、喫緊の

課題ではないかなというふうに思うところであり

ます。 

 特に週末ですとか、繁忙期には、飲食の提供が

追いつかなくなって、満足度の低下にもつながる

のではないかなというふうに懸念するところでも

あります。 

 そこでお伺いしますが、もりやまの撤退後、ま

ず建物がどうなるのか、そして、仮に取り壊すと

したら、その跡地をどのようにするのかという

点、そしてまた、飲食提供体制をどのように維

持・確保していくお考えか、お伺いをいたしま

す。 

●白水円山動物園長  ２点ご質問がありまし

た。 

 まずは、ファミリーショップもりやまが撤退す

ることによる、建物のその後の利用とか、跡地に

ついてということでございます。 

 こちらに関しましては、ファミリーショップも

りやまさん、先ほど、委員もおっしゃったとお

り、64年という長きにわたってやってこられたの

で、施設自体が非常に老朽化しておりまして、こ

の建物は維持できないということで、取壊しをし

て、ここは更地にするということで聞いておりま

す。 

 そして２点目の質問ですが、飲食の提供能力の

維持・確保に向けた対策についてですけれども、

ファミリーショップもりやまさんが撤退すること

により、園内の飲食を提供する施設は６か所にな

ります。来園者の利便性においては、課題である

と私どもも認識しております。 

 飲食の提供能力の維持につきましては、現在

ゴールデンウィークに出店しているキッチンカー

を、来園者が多い週末にも拡大することであった

り、出店台数の増加についても検討するなど、来

園者のサービスの低下を招かないようにしてまい

りたいと考えております。 

●松井隆文委員  これは暫定的な対応といいま

すか、キッチンカーの活用ですね。これを検討し

ているということの答弁でございました。 

 ただ、キッチンカーの場合というのは、やはり

屋外での食事というのが中心になりますし、天候

に左右されるという面もあろうかと思います。 

 小さな子ども連れの方、また高齢の方も多く訪

れる施設ですので、屋内でやっぱりゆっくり食事

ができる場所というのを確保していただきたいな

というふうに思います。 

 この点についても、ぜひ引き続きの検討をお願

いいたしまして、私からの質問を終わらせていた

だきます。 

●おんむら健太郎委員  私からは円山動物園の

魅力発信について、幾つか質問をいたします。 

 最初に、今先ほどの話の中にも出てきました

が、円山動物園の来園者数について、伺っていき

ます。 

 コロナ禍による行動制限で2020年以降、来園者

数は減少していたものの、2023年度は８月の子象

タオの誕生という話題性もありまして、来園者数

がコロナ禍後で最多の約86万人に達しておりま

す。 

 2024年度には、オランウータンとボルネオの森

もオープンいたしました。この施設は、オラン

ウータンが直面する環境問題や、生物多様性の危

機といった重要な教育的メッセージを市民に伝え

る、円山動物園の新たな柱となる施設であると評

価をしております。 

 新施設のオープンによりまして、さらに来園者

満足度、先ほどの答弁もありました、満足度は向

上しているのではなかろうかと。来園者数も増加

しているのではないかなと、今先ほどの松井委員

の質疑を聞いて、期待しているところでございま

す。 

 ただ一方で、最近は北海道も猛暑日が続いてお

りまして、動物園のような屋外施設というのは、

どこも集客に苦戦しているとも伺っております。 
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 そこで、最初の質問いたします。2024年度の来

園者数について、2023年度と比較してどのように

なっているのか。また、その要因について、どの

ように分析しているのか、伺います。 

●白水円山動物園長  2024年度の来園者数につ

いて、2023年度と比較して、どのようにあったか

ということと、その要因についてということでご

ざいました。 

 2024年度の来園者数は約81万6,000人となって

おりまして、2023年度の約86万6,000人と比べ、

約５万人の減となっております。 

 新施設、オランウータンとボルネオの森につい

ては、来園者増への貢献もさることながら、ボル

ネオの森を疑似体験できたとか、生き生きとした

オランウータンの姿が見られたなどの声をいただ

いており、環境教育面で効果があったものと考え

ております。 

 ただ、全国的に話題となった子象の誕生による

集客効果が極めて大きかったことから、結果的に

来園者数が前年度を下回ったものと考えておりま

す。 

●おんむら健太郎委員  ボルネオの森に関しま

しては、教育的な効果は本当に高いものではなか

ろうかと思いますが、ただ残念ながら、2024年の

来園者数というのは、前年度より減少していると

いうことでございました。 

 私自身も、何度も円山動物園には足を運んでお

りまして、学生のインターンシップを受け入れる

際などにも、必ず円山動物園を訪問させていただ

くようにしております。 

 やはり、非常に園内の展示パネルなどを見てい

ますと、とても学びが大きいものだなと、多いと

感じているところです。ホッキョクグマ館などは

展示パネル、こちらを見ているだけでも、すぐに

１時間なんていうのは簡単にたってしまうぐらい

に、内容が充実しておりますし、円山動物園は単

に動物を観覧するというだけにとどまらず、教育

的施設としても、とても魅力があるものと感じて

いるところです。 

 また、先ほど環境局の質疑の中でも出てきまし

た、ヒグマの問題でございますが、市内でヒグマ

の出没が頻発して、大きな問題となっている昨今

においては、円山動物園では、ヒグマも飼育され

ております。実際の大きさ、息遣い、そして生態

というものを間近で感じられる、生息情報なども

得られますので、私は物すごくヒグマの怖さっ

て、こういうことなんだなというのを、改めて感

じることができるとも思っております。 

 ただ、そういった魅力というものがなかなか多

くの方に伝わっているかというと、少し疑問が残

るところでございます。 

 先ほどの答弁の中にも、非常にいろいろ取り組

まれているということでもございましたが、た

だ、やはり円山動物園ビジョン2050の理念である

生物多様性の保全について伝えるためにも、多く

の方に来園してもらうということがやはり重要で

す。そのことが、多くの方に来園してもらうとい

うことが、自然の大切さと、動物の魅力を伝える

教育というものの普及にもつながっていくのでは

なかろうかと思います。 

 そのためには、円山動物園の様々な魅力を発信

することが、今後一層重要になってくるものと考

えます。 

 そこで次の質問ですが、円山動物園の魅力を発

信するため、これまでどのような取組を行ってき

たのか、確認の意味も込めて、聞かせていただき

ます。また、今後どのような発信を行っていくお

考えか、このことについても伺わせていただきま

す。 

●白水円山動物園長  円山動物園の魅力発信の

取組について、お答えさせていただきます。 

 委員ご指摘のとおり、動物園が生物多様性の保

全に貢献していくためには、まずはより多くの方

にご来園いただき、保全の必要性や、動物園の取

組を伝えることが重要と認識しております。 

 これまで、掲示物や動物の生態に関する解説の

充実など、主に動物園内での情報発信の強化に取

り組んできたところであり、加えて、今年度から
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はＳＮＳでの写真や動画の投稿頻度を大幅に増や

してきたところでございます。 

 また、９月からは地下歩行空間ビジョンでの広

報動画の放映を始めたところでありまして、今後

さらに都市部の大型ビジョンへの拡大を予定して

おります。 

 引き続き、より多くの方に円山動物園の魅力や

取組を知っていただくとともに、ご来園のきっか

けづくりに努めてまいりたいと思っております。 

●おんむら健太郎委員  先ほど来、お話ありま

した子象の誕生という、強力な話題性が昨年は少

し上回ってしまったのかなと。ただ、これから

先、大型ビジョンでの広報なども予定されるとい

うことで、より一層、園外への積極的な魅力発信

というものを、ぜひ進めていただきたいなと思い

ます。 

 私自身は、円山動物園の真の価値というもの

は、単なる話題性ですとか、動物のかわいさとい

うことだけでなく、ホッキョクグマ館やヒグマの

情報展示に見られるような、教育施設としての奥

深い学びにあると思っております。 

 これは、ハダカデバネズミの飼育のこととかも

そうですし、ミヤコカナヘビという、宮古島固有

種を繁殖させれたりとかする、そういう技術が

あったり、世界においては、オオワシプログラム

と言えば、もう円山動物園と言われるような、そ

ういった多くの学びがある施設でありますので、

これはどんどん、どんどん外にも発信していき、

来園者の獲得にもつなげていっていただきたいな

と思っております。 

 また、円山動物園ビジョン2050の掲げる生物多

様性の保全という重要な理念、こちらは市民に伝

えるためにも、しっかりと情報発信に努めていた

だきまして、先ほどの答弁でもございましたが、

広報に積極的に取り組まれていくということでご

ざいますが、学びの魅力、こちらをどう効果的に

アピールするのかというのが、非常に今後、鍵に

なるんではないかなと思っております。 

 例えば、私どもの会派の中でもご意見を賜った

ところ、やはり子どもから高齢者までの年代別

に、動物を見るポイントなんかというものも、よ

り一層分かりやすく、またそういったものが書い

てある配架物があるかとか、そういったような何

か言ったときに、すぐ子どもたちや大人の方も学

べるような、そういう利便性の向上だったり、発

信の仕方だったりというのも、ぜひ研究・検討を

進めていただきたいなと思います。 

 また、円山動物園自体の魅力を高める努力、こ

ちらに関しましては、今後、北海道ゾーンの整備

ということもあるかと思いますが、ぜひともどん

どん、どんどん研究を深めていっていただきたい

なと思っております。 

 結果的に経営の安定と教育施設として広く認識

されること、これもぜひとも力強くやっていただ

きたいなと、これは先ほども松井委員からの質疑

とも重なると思いますが、ぜひとも力強く円山動

物園の魅力、それを向上させていただいて、そし

て経営の安定につながるような、集客にもつなげ

ていっていただきたいなと。札幌市の重要な施

設、しっかりと次世代につなげていっていただき

たいと思いますので、どうぞ今後ともよろしくお

願いいたします。 

●森山由美子委員  私からは、円山動物園の物

価高対策について、質問をいたします。 

 円山動物園は、市民の皆様はもとより、道内外

からのたくさんの方に愛されている動物園です。

私も非常に大好きで、これまで何度も来園をして

おります。とても広い屋外施設なので、委託業者

の方も含め、様々な方々の尽力により、安心・安

全な運営をしていることと思いますが、昨今の人

手不足により、委託費も高騰しているものと思い

ます。 

 また原材料費やエネルギー価格などの生産コス

トが上がっていることから、光熱水費や動物の餌

代も高騰しているのではないでしょうか。 

 円山動物園は１日800円という、決して高いと

は言えない入園料で、スタッフ総力を挙げ、動物

福祉の理念の下、日夜頑張って経営していること
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と思います。 

 しかしながら、昨今の長引く物価高の中、今後

持続可能な動物園運営が可能なのか、懸念があり

ます。 

 そこで質問ですが、令和６年度決算において、

入園料収入と動物園運営に係る支出の収支バラン

スはどうなっているのか、また物価高の影響はど

れほどか、お伺いをいたします。 

●白水円山動物園長  円山動物園の決算状況に

ついて、お答えいたします。 

 円山動物園の運営に必要な委託費、光熱水費、

餌代などのランニングコストを管理する、動物園

経営費の令和６年度の決算値は、約６億8,100万

円となっております。 

 一方、令和６年度の入園料収入は３億6,500万

円となっており、入園料収入で、ランニングコス

トの約半分を賄っている状況でございます。 

 また、物価高の影響としては、コロナ禍で休園

する直前の令和元年度と比較させていただきます

と、清掃業務の委託費が約26％、餌代におきまし

ては約42％増加するなど、昨今の物価高騰がラン

ニングコストを押し上げているものと考えており

ます。 

●森山由美子委員  入園料でランニングコスト

の半分以上は賄っている状況ということが分かり

ました。 

 動物園は、子どもや高齢者が無料で入園をし、

環境や生物多様性について学べる教育施設でもあ

り、ランニングコストの全てを、入園料で賄うべ

きとは思いませんが、ただ、物価高による経費の

増加が動物福祉の低下を招いてはならないと考え

るところです。特に、餌は動物の健康に直結する

ものと思います。 

 そこで質問ですが、高騰する餌代の支出を少し

でも緩和するため、円山動物園として、どのよう

な取組を行っているのか伺います。 

●白水円山動物園長  高騰する餌代への対策に

ついて、お答えいたします。 

 令和６年度の餌代は約6,900万円に上り、動物

園の経営費の１割に達したところです。 

 餌の安定的な確保は動物の健康の維持のみなら

ず、経営の面においても、大きな課題であると認

識しております。 

 このため、餌となる野菜や果物の一部につい

て、寄附の拡大を目指し、規格外品の活用につい

て、複数の企業と協議を進めているところでござ

います。 

 令和６年度は個人、企業合わせて、約50万円相

当の餌の寄附をいただいており、加えて、今年度

は新たに４社から、少なくとも300万円相当の協

力をいただける見込みがございます。 

 企業からの寄附は餌の安定確保のみならず、

フードロス削減にも寄与することから、寄附の維

持・拡大に向けて、引き続き取り組んでまいりた

いと考えております。 

●森山由美子委員  物価高によって、経費が確

実に増加をしているという厳しい状況の中、企業

から規格外品の野菜や果物の寄附を募り、餌の安

定的な確保に取り組んでいるとのことでした。 

 今のご答弁にもありましたとおり、動物の健康

を守ることにとどまらず、フードロスの削減と

いった環境問題にも寄与する、よい取組だという

ふうに思います。 

 他の自治体の好事例でも、例えば京都市動物園

では、エサ代サポーター制度を通じて、動物たち

への支援を募り、寄附の方法を簡単にし、10万円

の寄附をする特典として、希望に応じて、会社、

団体、個人の名前とロゴマークを印刷したプレー

トを、動物種の看板付近に１年間掲示してもらえ

る取組、体験型支援プログラムとして、来園者が

ふだんできない貴重な体験として、２万円からの

寄附でペンギンの様子を観察できる、バックヤー

ドツアーで、動物について、深く理解してもらう

機会を提供し、支援とつなげているということで

ございます。 

 物価高となっている状況は今後も続くものと思

います。引き続き、寄附の拡大に向けて、明るく

楽しく積極的に取り組んでいただき、市民に愛さ
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れる円山動物園の持続可能な経営に向けて、これ

からも尽力をしていただくことを要望し、私の質

問を終わります。 

●村上ゆうこ委員  私からは、円山動物園にお

ける獣医療の充実について伺います。 

 昨年の２月の総務委員会で、私から、円山動物

園の動物専門員及び獣医師の体制強化について、

要望したところであります。 

 2022年６月に制定された、札幌市動物園条例で

は、動物園は飼育動物の良好な動物福祉を確保す

るため、最新の科学的知見に基づき、疾病の予防

及び治療を適切に実施できる、獣医療体制を整備

すべきことがうたわれています。 

 動物園獣医師は、日常の診療業務に加えて、病

気の発生予防に関する取組や、鳥インフルエンザ

等の感染症対策、来園者等に向けた動物の治療に

関する取組の紹介を行ったり、また、大学等と連

携した将来の獣医師の育成に関する取組など、多

様な役割を担っていると聞いています。 

 したがいまして、高い専門性はもちろんのこ

と、これら多様な業務を担えるだけの体制の確保

も重要であると考えます。 

 そこで質問ですが、円山動物園の獣医療体制の

充実について、これまでの取組について、伺いま

す。 

●白水円山動物園長  獣医療体制の充実に向け

た、これまでの取組について、お答えさせていた

だきます。 

 円山動物園では、道内の獣医系大学などと連携

協定を締結し、難易度の高い検査であったり、治

療の際に専門の獣医師に来ていただいているほ

か、日々の診療について、相談に乗っていただく

などしているところでございます。 

 昨年度までは係長１名、一般職３名の４名体制

でございましたが、今年度新たに獣医師資格を持

つ会計年度任用職員を任用したことにより、常時

３名以上の獣医師の従事が可能となり、動物の麻

酔を伴う軽度の手術や処置を迅速に行えるように

なりました。 

 加えて、会計年度職員が治療の補助や臨床検

査、薬の調剤、カルテの記録など、支援的業務を

担うことで、正職員が麻酔管理などの専門技術の

向上に取り組めるようになっております。 

●村上ゆうこ委員  道内の獣医系大学との連

携、及び獣医師資格を持つ会計年度任用職員を新

たに任用したことについては承知しました。 

 よりよい獣医療のためには、人員確保はもちろ

んのことですが、もう一方で、高度な医学的知識

や専門性が不可欠であると考えます。 

 動物園に配属される獣医師は、衛生職として採

用され、必ずしも動物園の動物の医療について、

専門的な訓練を受けた職員ではないことから、専

門性の向上のためには、組織的な支援が必要不可

欠であると考えます。 

 そこで質問ですが、動物園に配属される獣医師

職員の専門性の向上のための、動物園としての取

組について伺います。 

●白水円山動物園長  獣医師職員の専門性向上

の取組について、お答えいたします。 

 獣医師職員の育成としましては、これまでの職

場でのＯＪＴのほか、道内の獣医系大学との連携

による診療協力、各種学会への参加などの取組を

行ってまいりました。 

 さらに、令和６年度からは、海外の動物園を含

む、他園館における治療等の視察であったり、臨

床獣医師向けセミナー、北海道大学附属動物病院

での研修への参加など、専門性の向上に向けた支

援を行っているところでございます。 

 よりよい獣医療の提供のためには、体制の整備

とともに、一人一人の技術水準の向上が不可欠で

あると考えております。今後も引き続き、職員の

専門性向上に取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

●村上ゆうこ委員  要望を申し上げます。 

 獣医療の世界も日進月歩で、医療技術が進んで

います。獣医師の皆様もそれに後れを取らず、知

識や技術を習得するための研さんを積みながら、

円山動物園で飼育されている動物たちの診療等に
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当たっておられることに敬意を表します。 

 私は常に良好な動物福祉の確保のために、獣医

療を充実することが重要であるというふうに考え

ます。 

 動物園条例でも、質の高い獣医療を実施するこ

とは、良好な動物福祉を確保し、野生動物の保全

を推進していくために必要不可欠とうたっていま

す。 

 条例の第18条は、専門知識を有する職員の確保

のことについて触れており、私の解釈になるかも

しれませんが、動物園の今の現状に見合った獣医

師職員数を確保することも、動物福祉のさらなる

向上につながるものと確信をいたします。 

 今年春から会計年度任用職員の獣医師が１名配

置となりましたが、満度に充足されたとはまだ言

い難く、現場の生の声をこれからもしっかりと吸

い上げていただきたいと、この場におられます園

長及び局長に、私からしっかりと申し添えたいと

思います。 

 引き続き、獣医師の知識・技術の向上に資する

取組と、人員確保のための予算をしっかりと確保

するように求めまして、私の質問を終わります。 

●松原淳二委員長  以上で、第６項 公園緑化

費中環境局関係分等の質疑を終了いたします。 

 以上で、本日の質疑を終了いたします。 

 次回の委員会ですが、10月15日水曜日午前10時

から、まちづくり政策局関係の質疑を行いますの

で、定刻までにご参集ください。 

 本日は、これをもちまして散会いたします。 

    ―――――――――――――― 

      散 会 午後５時10分 


